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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホヤを養殖する方法であって、
　（ａ）海中構造体の表面にホヤのコロニーを形成するステップ、及び
　（ｂ）前記ホヤを前記構造体から収穫するステップ
を含み、前記構造体が、複数の細長い部材を含み、尾索類コロニー形成を支持するように
配列された３次元海中領域を画定し、前記複数の細長い部材が、少なくとも１個の細長い
支持部材及び複数のコロニー形成部材を含み、各コロニー形成部材が、前記支持部材に連
結され、少なくとも１個の実質的に平滑な連続したコロニー形成表面を含み、前記コロニ
ー形成表面が実質的に平滑で連続であり、前記ホヤがＣｉｏｎａ　ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ
ｉｓである、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１個のコロニー形成表面が板又は円盤状である、請求項１に記載のホヤ
を養殖する方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１個のコロニー形成表面が水平である、請求項２に記載のホヤを養殖す
る方法。
【請求項４】
　前記コロニー形成部材が円柱である、請求項１または３に記載のホヤを養殖する方法。
【請求項５】



(2) JP 6113070 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

　前記複数の細長い部材が、複数のほぼ放射状に延びたコロニー形成表面又は部材を支持
する少なくとも１個の細長い部材を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ほぼ放射状に延びたコロニー形成表面又は部材が円盤又は矩形状である、請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　前記ほぼ放射状に延びたコロニー形成表面又は部材が円柱状である、請求項５に記載の
方法。
【請求項８】
　前記コロニー形成表面又は部材が暗色である、請求項１から７のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項９】
　少なくとも１個の細長い支持部材と複数のコロニー形成部材とを含む尾索類コロニー形
成装置であって、各コロニー形成部材が、前記支持部材に連結され、少なくとも１個の実
質的に平滑な連続した平面のコロニー形成表面を含み、前記コロニー形成表面が板又は円
盤状である、装置。
【請求項１０】
　ホヤから生物燃料を製造する方法であって、前記生物燃料がアルコール及びバイオディ
ーゼルから選択され、前記方法が、
　（ａ）（ｉ）前記ホヤ又は前記ホヤから抽出された１種類以上の多糖を酵素又は酸加水
分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成し、（ｉｉ）前記１種類以上の
単糖を発酵させてアルコールを形成するステップ、又は
　（ｂ）（ｉ）前記ホヤから脂質／脂肪酸を抽出し、（ｉｉ）前記脂質／脂肪酸をエステ
ル交換又はアルコール分解によってバイオディーゼルに転化するステップ、又は（ｉｉｉ
）前記ホヤをエステル交換又はアルコール分解に供し、それによって前記ホヤ中に存在す
る脂質／脂肪酸をバイオディーゼルに転化するステップ
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記ステップ（a）（ｉ）が、前記ホヤから抽出された１種類以上の多糖を酵素又は酸
加水分解に供して１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成する前に、前記ホヤから１種
類以上の多糖を抽出するステップを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ホヤが、ステップ（ａ）（ｉ）又はステップ（ｂ）（ｉ）又はステップ（ｂ）（ｉ
ｉｉ）の前に乾燥される、請求項１０又は請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ステップ（a）（ｉ）が、前記ホヤを酵素又は酸加水分解に供することを含み、前
記ホヤを酵素又は酸加水分解に供する前にそれを５０％を超える乾燥含有量に乾燥させる
ステップを更に含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記生物燃料がＣ1～Ｃ4アルコールである、請求項１０から1２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記生物燃料がエタノールである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記（ｂ）ステップのエステル交換前に、前記ホヤから抽出された前記脂質／脂肪酸が
エステル化プロセスに供され、それによって前記脂肪酸が酸触媒の存在下でアルコールと
反応して脂肪酸アルキルエステルを形成する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記（ｂ）ステップのエステル交換前に、前記ホヤがエステル化プロセスに供され、そ
れによって前記ホヤ中に存在する前記脂肪酸が酸触媒の存在下でアルコールと反応して脂
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肪酸アルキルエステルを形成する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１０の記載により、ホヤからアルコールを製造し、さらに前記ホヤからバイオデ
ィーゼルを製造する方法であって、ステップ（ａ）（ｉ）で形成された前記加水分解物又
はステップ（ａ）（ｉｉ）で形成された発酵培養液から脂質／脂肪酸を抽出すること、及
び前記脂質／脂肪酸をエステル交換又はアルコール分解によってバイオディーゼルに転化
することを含む、方法。
【請求項１９】
　請求項１1の記載により、ホヤからアルコールを製造する方法であって、該方法が、前
記ステップ（ｂ）（ｉ）の方法によって前記ホヤからバイオディーゼルを製造することを
更に含む、方法。
【請求項２０】
　請求項１０の記載により、前記ステップ（ｂ）（ｉｉ）又は（ｂ）（ｉｉｉ）に記載の
ホヤからバイオディーゼルを製造し、さらに前記ホヤからアルコールを製造する方法であ
って、前記方法が、ステップ（ｂ）（ｉ）における前記ホヤからの脂質／脂肪酸の抽出か
ら、又はステップ（ｂ）（ｉｉ）の生成物からのバイオディーゼルの回収から、ホヤ残留
物を得ること、及び前記ホヤ残留物又は前記ホヤ残留物から抽出された１種類以上の多糖
を酵素又は酸加水分解に供して１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成すること、及び
前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成することを含む、方法。
【請求項２１】
　請求項1～８のいずれか1項に記載の方法でホヤを養殖する方法を含む請求項１０～１５
のいずれか1項に記載のホヤからバイオ燃料を製造する方法。
【請求項２２】
　前記ホヤがＣｉｏｎａ　ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓである、請求項１０～２１に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルコール及びバイオディーゼルから選択される１種類以上の生物燃料の製
造のための尾索類又は尾索類から得られる抽出物の使用に関する。本発明は、アルコール
及びバイオディーゼルから選択される生物燃料を尾索類から製造する方法、並びにホヤを
養殖する方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　世界的な化石燃料供給の枯渇、及び世界的な気候システムに対するその影響は、代替エ
ネルギー源、特に再生可能エネルギー源を見いだす原動力になった。化石燃料の有望な一
代替燃料はエタノールである。エタノールは、再生可能資源から製造することができ、化
石燃料よりも排出物が少ない。現在、エタノール製造用バイオマス源は植物由来であり、
主要な出所としては、サトウキビ、トウモロコシなどの陸生の食用作物が挙げられる。木
材、茅などの非食用作物もエタノール製造用バイオマス源として使用される。化石燃料の
別の代替燃料はバイオディーゼルであり、これも再生可能エネルギー源から製造すること
ができる。現在、バイオディーゼル製造のための主要な供給原料としてはパーム油及びコ
コナツが挙げられる。しかし、上記バイオマス源／供給原料の主要な問題は、食料生産に
不可欠である耕地に関してそれらが直接競合するということである。したがって、世界人
口が増加するにつれ、生物燃料製造のためのかかる陸生源の使用は、食料不足及び食品価
格上昇をもたらすおそれがある。コムギ及びトウモロコシの茎などの食用作物からの廃棄
物もエタノール製造用バイオマスとして使用される。このバイオマス源は、食料供給と直
接競合する問題はないが、世界的需要を満たすにはそれだけでは不十分である。近年、藻
類からのエタノールなどの生物燃料の製造も注目されてきた。しかし、抽出プロセスに難
点があり、商業化はまだである。さらに、十分な量の藻類を生産するには大きなバイオリ
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アクタが必要であり、効率を高めるために、現在、遺伝子改変生物体に研究の焦点がおか
れ、処理プロセスにさらなる制約が加えられる。
【０００３】
　再生可能エネルギー源は、（ｉ）多量に製造できること、（ｉｉ）食料供給と競合しな
いこと、（ｉｉｉ）環境への影響が最小であることなどの要件を満たす必要がある。上記
問題に対処し、上記要件を満たす再生可能エネルギー源が大いに必要とされている。
【０００４】
　尾索類は、ほとんどの海洋生息環境において世界的に見られる水中ろ過食者の一群であ
る。ホヤは、尾索類のうち最も一般的に知られた綱である。その最も一般的な使用は、進
化発生生物学研究におけるモデル生物体としてである。その胚発生は、簡単、迅速かつ容
易に操作され、したがって脊索動物の基礎的な発生過程を研究するための良好なモデルに
なっている。尾索類は、セルロースを合成する唯一の動物である。ホヤからセルロースを
抽出し、それを建材の製造に使用することが知られている（韓国公開特許第２０００－０
０００３０３号及び特開平０９－１５７３０４号）。アルコール、バイオディーゼルなど
の生物燃料を製造するための尾索類の発生に関する報告や研究は今までない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国公開特許第２０００－００００３０３号
【特許文献２】特開平０９－１５７３０４号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様は、アルコール及びバイオディーゼルから選択される１種類以上の
生物燃料の製造のための尾索類又は尾索類から得られる抽出物の使用に関する。
【０００７】
　本発明の第２の態様は、尾索類から生物燃料を製造する方法であって、前記生物燃料が
アルコール及びバイオディーゼルから選択され、前記方法が、
　（ａ）（ｉ）前記尾索類又は前記尾索類から抽出された１種類以上の多糖を酵素又は酸
加水分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成し、（ｉｉ）前記１種類以
上の単糖を発酵させてアルコールを形成するステップ、又は
　（ｂ）（ｉ）前記尾索類から脂質／脂肪酸を抽出し、（ｉｉ）前記脂質／脂肪酸をエス
テル交換又はアルコール分解によってバイオディーゼルに転化するステップ
を含む、方法に関する。
【０００８】
　本発明の第２の態様は、尾索類からバイオディーゼルを製造する方法であって、前記方
法が、尾索類をエステル交換又はアルコール分解に供することによって尾索類中に存在す
る脂質／脂肪酸をバイオディーゼルに転化することを含む、方法にも関する。
【０００９】
　本発明の第３の態様は、先段に記載の方法に従って尾索類から第１の生物燃料を製造し
、さらに先段に記載の方法に従って前記尾索類から第２の生物燃料を製造する方法であっ
て、第１と第２の生物燃料が異なり、アルコール及びバイオディーゼルから選択される、
方法に関する。
【００１０】
　本発明の第４の態様は、ホヤを養殖する方法であって、
　（ａ）海中構造体の表面にホヤのコロニーを形成するステップ、及び
　（ｂ）前記ホヤを前記構造体から収穫するステップ
を含み、前記構造体が、コロニー形成表面を有する複数の細長い部材を含み、前記構造体
が、尾索類コロニー形成を支持するように配列された３次元海中領域を画定する、方法に
関する。
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【００１１】
　本発明は、アルコール及びバイオディーゼルである生物燃料の製造のための新しいバイ
オマス源に関する。尾索類は、日和見性であり、極めて高い潜在的成長能を有し、したが
って潜在的に多量のバイオマスを提供することができる。尾索類は、成長のための耕地を
必要とせず、したがって、陸生食用作物の生産と競合しない。さらに、その養殖は、特に
陸からの流去水のために望ましくないレベルの富栄養化を受けやすい地域において、水質
改善などの副次的なプラス効果がある。したがって、この新しいバイオマス源は、再生可
能エネルギー源の上記要件を満たす。
【発明の効果】
【００１２】
　本明細書に記載された生物燃料の製造のためのバイオマス源としてホヤを使用すること
は多数の効果がある。これらとしては以下が挙げられる。すなわち、（ｉ）それらは、極
めて高い成長速度を有し、高い年間バイオマス生産量をもたらす、（ｉｉ）それらは、養
殖及び収穫が比較的容易である、（ｉｉｉ）それらは、成長のための耕地を必要とせず、
したがって陸生食用作物と競合しない、（ｉｖ）それらは、かなりの量の（エタノール用
）Ｃ6糖及び（バイオディーゼル用）脂肪酸を含む、（ｖ）糖及び油の抽出は、ホヤ由来
のバイオマスの方が木材由来よりも容易である、（ｖｉ）ホヤは、ろ過食者であり、多量
の藻類を除去する能力があるので、富栄養の水において浄化効果を有する、（ｖｉｉ）そ
れらは、海洋のその場で収穫することができ、これは、例えば、処理及び廃棄物管理に関
する厳しい規制を受けるバイオリアクタ中で培養しなければならない遺伝子改変藻類と比
較して主要な効果である、（ｖｉｉｉ）ホヤ養殖設備は、局所的な魚類補充のための優れ
た礁となる可能性がある、（ｉｘ）それらは、環境に対する影響が少ないので、環境に優
しい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓ試料の脂肪酸組成を示すガスクロマトグラムスペ
クトルである。
【図２】Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓ試料から抽出された脂質のＨＮＭＲ分析である。
【図３】水柱においてロープを垂直に維持するブイと重りを使用して、表面ロングライン
システムに取り付けられたロープである、細長い部材の一実施形態である。
【図４】水柱においてロープを垂直に維持するブイと重りを使用して、表面ロングライン
システムに取り付けられた中空プラスチックＰＶＣ管を含む、細長い部材の別の一実施形
態である。
【図５】水柱においてロープを垂直に維持するブイと重りを使用して、表面ロングライン
システムに取り付けられたＰＶＣ円盤を含む、細長い部材の別の一実施形態である。
【図６】（ｉ）顕微鏡法で、実施例に記載のようにＣ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓ試料か
ら得られたセルロースの写真である（×４０）。　　（ｉｉ）顕微鏡法で、実施例に記載
のように木材試料から得られたセルロースの写真である（×４０）。
【図７】コロニー形成装置の幾つかの代替配列である。
【図８】本発明の方法に従って養殖された尾索類の深さ（ｍ）の関数としてのｋｇ／ｍ2

単位のバイオマスのグラフである。
【図９】異なる色のロープから収集された尾索類の深さ（ｍ）の関数としてのｋｇ／ｍ2

単位のバイオマスのグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の第１の態様は、アルコール及びバイオディーゼルから選択される１種類以上の
生物燃料の製造のための尾索類又は尾索類から得られる抽出物の使用に関する。
【００１５】
　尾索類
　尾索類は、ほとんどの海洋生息環境において世界的に見られる。尾索類は、セルロース
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を合成する唯一の動物である。セルロースは、動物バイオマスのかなりの割合を占める（
参考文献1,2）。尾索類は、高い潜在的成長能を有する。この特徴は、その年の大量発生
に寄与することができ、かなりのセルロース資源をもたらすことができる。そのため、尾
索類は、再生可能エネルギー資源として特に適している。
【００１６】
　尾索動物亜門には３つの綱、すなわちホヤ綱、タリア綱及びオタマボヤ綱がある（参考
文献3）。本発明においては、尾索類は、ホヤ綱、タリア綱又はオタマボヤ綱から選択さ
れる。好ましくは、尾索類はホヤである。ホヤ（ａｓｃｉｄｉａｎｓ）は、ホヤ（ｓｅａ
　ｓｑｕｉｒｔｓ）としても一般に知られている。ホヤの多くの種は、自由生活漂泳性幼
生期を有する日和見性であり、海洋環境における新しい表面、例えば、船体表面に定着す
ると変態を遂げる。その日和見挙動のために、それらは、新しい浸水構造体の表面にコロ
ニーを形成する最初の動物であることが多い。したがって、それらは収集が容易である。
【００１７】
　ホヤは多数の種が存在し、例えば、Ａｐｌｉｄｉｕｍ　ｇｌａｂｒｕｍ、Ａｓｃｉｄｉ
ａ　ｓｙｄｎｅｉｅｎｓｉｓ、Ａｓｃｉｄｉａ　ｍｅｎｔｕｌａ、Ａｓｃｉｄｉｅｌｌａ
　ａｓｐｅｒｓａ、Ｂｏｔｒｙｌｌｏｉｄｅｓ　ｖｉｏｌａｃｅｕｓ、Ｂｏｔｒｙｌｌｕ
ｓ　ｓｃｈｌｌｏｓｅｒｉ、Ｃｉｏｎａ　ｓａｖｉｇｎｙｉ、Ｄｉｄｅｍｎｕｍ　ｃａｎ
ｄｉｄｕｍ、Ｄｉｄｅｍｎｕｍ　ｖｅｘｉｌｌｕｍ、Ｄｉｐｌｏｓｏｍａ　ｌｉｓｔｅｒ
ｉａｎｕｍ、Ｅｕｓｙｎｓｔｙｅｌａ　ｔｉｎｃｔａ、Ｈｅｒｄｍａｎｉａ　ｐａｌｌｉ
ｄａ、Ｌｉｓｓｏｃｌｉｎｕｍ　ｆｒａｇｉｌｅ、Ｍｉｃｒｏｃｏｓｍｕｓ　ｅｘａｓｐ
ｅｒａｔｕｓ、Ｍｉｃｒｏｃｏｓｍｕｓ　ｓｑｕａｍｉｇｅｒ、Ｍｏｌｇｕｌａ　ｍａｎ
ｈａｔｔｅｎｓｉｓ、Ｐｅｒｏｐｈｏｒａ　ｊａｐｏｎｉｃａ、Ｐｈａｌｌｕｓｉａ　ｎ
ｉｇｒａ、Ｓｔｙｅｌａ　ｃａｎｏｐｕｓ、Ｓｔｙｅｌａ　ｃｌａｖａ、Ｔｒｉｄｉｄｅ
ｍｎｕｍ　ｓｏｌｉｄｕｓ及びＣｉｏｎａ　ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓである。ホヤの中
でも、Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは、スカンジナビア水域における最も優勢な種であ
る。それは、主に進化発生生物学におけるモデル生物体としてのその使用のために、最も
研究された種でもある（参考文献4）。Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは、雌雄同体であ
り、水柱に自由に放卵し、そこで繁殖が起こる。幼生は、自由に泳ぎ、摂食せず、任意の
適切な表面に付着し、温度に応じて１～５日以内に変態を起こす（参考文献5,6）。セル
ロースは、幼生期と成体期の両方の外皮中で生成される。幼生においては、それは、主に
保護機能を果たすが、変態中の事象の順番を制御するのにも関与し、幼形及び成体形をも
たらす（参考文献7,8）。成体においては、セルロースは、外皮の構成成分である。外皮
は、動物全体を包み、体の残りの部分と協調して成長する。セルロースは、外皮と外套を
連結する外皮索（ｔｕｎｉｃ　ｃｈｏｒｄ）中にも存在する（参考文献9）。スカンジナ
ビア海岸に沿っては、幼生の定着が年間を通して連続的に起こる。本発明の好ましい一実
施形態においては、尾索類はＣ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓである。
【００１８】
　本明細書では、尾索類とは、尾索類本体の全体又は一部を指す。
【００１９】
　本明細書では、尾索類から得られる抽出物とは、前記尾索類から得られるある種の物質
が豊富な材料を指す。尾索類から得られる抽出物としては、１種類以上の単糖、多糖、例
えばセルロース、及び／又は脂質／脂肪酸が豊富である、尾索類を処理することによって
得られる材料が挙げられる。
【００２０】
　本発明においては、尾索類又は尾索類から得られる抽出物は、本明細書に記載の生物燃
料の製造のためのバイオマス又は原料として使用される。
【００２１】
　本明細書では「尾索類」という用語は、「１種類以上の尾索類」又は「複数の尾索類」
で置き換えることができる。
【００２２】
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　生物燃料
　本明細書では、生物燃料は、アルコール及びバイオディーゼルから選択される、好まし
くはエタノール及び脂肪酸アルキルエステルから選択される生物燃料である。
【００２３】
　アルコール
　一態様においては、本発明は、アルコール製造のための尾索類又は尾索類から得られる
抽出物の使用に関する。好ましくは、アルコールは、Ｃ1～Ｃ4アルコール、すなわちメタ
ノール、エタノール、プロパノール又はブタノールである。より好ましくは、アルコール
はエタノールである。
【００２４】
　本研究は、尾索類Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓの場合、Ｃ6糖８．８重量％（セルロ
ース６．７重量％、マンノースとガラクトース２．１重量％）及びＣ5糖０．４重量％の
収率を見いだした。セルロースは、酵素又は酸加水分解、続いて発酵によってエタノール
に転化することができる（参考文献10～15）。本研究は、Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓ
由来のセルロースが木材セルロースよりも結晶性であり、分子サイズが小さいことを見い
だした。したがって、このセルロースは、酸又は酵素加水分解によってエタノール発酵用
のグルコースに、より容易に加水分解される。その結果、このセルロースからのエタノー
ル製造は、木材からよりも簡単で安くなる。
【００２５】
　この種からのエタノール製造の可能性については、以下のように推定することができる
。参考文献16から、長さ１００ｍｍのＣ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは乾燥重量が０．６
ｇであることが知られている。Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは、海底１ｍ2当たり３０
００個体に達する密度で見られることが多い。ホヤのこの量は、１．８ｋｇ／ｍ2の重さ
である（３，０００個体／ｍ2×０．０００６ｋｇ／個体＝ホヤ１．８ｋｇ／ｍ2）。Ｃ6

糖８．８重量％の収率では、ホヤ１．８ｋｇはＣ6糖０．１６ｋｇになる（０．０８８×
１．８ｋｇ＝Ｃ6糖０．１６ｋｇ）。Ｃ6糖１ｋｇ当たりエタノール０．６４ｌの収量とす
ると、Ｃ6糖０．１６ｋｇはエタノール０．１０リットルになる（０．１６×０．６４＝
エタノール０．１０リットル）。したがって、エタノール収量０．１０リットル／ｍ2又
は１，０００リットル／ヘクタール海底となる。
【００２６】
　上記計算は、１回の収穫に基づく。Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは少なくとも年２回
収穫することが可能であるので（参考文献１７）、年間エタノール収量は海底１ヘクター
ル当たり少なくとも２，０００リットルである可能性がある。この計算は、例えば海底の
、２次元養殖に対してなされた。ホヤは、海水柱において３次元で養殖することができる
ので、海底／海面１ヘクタール当たりの潜在的エタノール収量ははるかに大きい。ホヤは
、有光層に限定されず、したがって６０又は７０ｍもの深さまで高い成長速度を得ること
ができる。長さ２０ｍ、直径０．４ｍ（表面積２５．１２ｍ2／棒）であり、１ヘクター
ル全体に１ｍ間隔で配置された（すなわち棒１０，０００本）、水中の棒にホヤが成長す
る状況を考える。これは、海面１ヘクタール当たりのホヤ成長の表面積が２５１，２００
ｍ2になる。これは、上記計算に基づくと、海面１ヘクタール当たりエタノール約５０，
９００リットルの年間生産量となり得る。これは、海面１ヘクタールがエタノール少なく
とも約５０，９００リットルを毎年生成する可能性を有することを意味する。Ｃ6糖に加
え、Ｃ5糖０．４重量％の収率がホヤＣ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓから可能である。Ｃ5

糖は、発酵させてエタノールにすることができ、Ｃ6糖から得られるエタノールにエタノ
ール４．５％が追加される（すなわち、上記モデルに基づくと、年間生産量１．０４５×
５０，９００＝エタノール５３，１９０リットルになる）。
【００２７】
　本研究によれば、この収率は上記推定よりもはるかに大きくなり得る。本研究によれば
、Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは、６か月の成長後に約３１ｇ（乾燥重量１．３７ｇ）
に成長することができる。さらに、本明細書に記載された板状の複数のコロニー形成表面
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を支持する細長い部材を使用すると、９６９０個体／ｍ2の密度を得ることができる。３
次元養殖モデルにおいては、２０メートルのロープの長さ１メートル当たり３枚の板とし
、板の表面積を０．２ｍ2とすると、海中の細長い部材１本当たりの表面積が１２ｍ2にな
り、細長い部材が１ｍ間隔で配置される場合には１２０，０００ｍ2／ヘクタールになる
。年２回の収穫とすると、１ヘクタール当たりの年間エタノール収量は、上と同じ計算に
よって約１８０，０００リットル（９６９０個体／ｍ2×０．００１３７ｋｇ×０．０８
８　Ｃ6糖×０．６４リットルエタノール／ｋｇ糖×１２０，０００ｍ2×年２回の収穫＝
エタノール１８０，０００リットル）、又はＣ5糖の寄与を含めて毎年１８８，０００リ
ットルになる。
【００２８】
　下表において、尾索類からの潜在的エタノール収量を、エタノール製造用バイオマスと
して従来使用されている作物からの年間収量と比較することができる。
【００２９】
【表１】

【００３０】
　したがって、尾索類から製造される海面１ヘクタール当たりのエタノール量は、耕地１
ヘクタール当たりの陸生作物から製造されるエタノール量を大きく超える可能性があり、
ある場合には１桁超える可能性がある。
【００３１】
　好ましくは、本発明は、アルコール製造用バイオマスとしての尾索類の使用に関する。
一態様においては、本発明は、尾索類からアルコールを製造する方法であって、前記方法
が、
　（ｉ）前記尾索類を酵素又は酸加水分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水分解物
を形成すること、及び
　（ｉｉ）前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成すること
を含む、方法に関する。
【００３２】
　本発明のこの態様においては、尾索類自体を酵素又は酸加水分解に供し、尾索類からの
多糖又は単糖の抽出は不要である。
【００３３】
　尾索類は、尾索類本体全体の形態とすることができ、又は尾索類本体の一部の形態、好
ましくは、尾索類本体の残りの部分から単離された外皮とすることができる。尾索類は、
例えば、新たに収穫することができ、又は凍結貯蔵品から解凍することができる。好まし
くは、尾索類を洗浄して海塩を除去する。好ましくは、この洗浄は、湿った尾索類、すな
わち乾燥されていない尾索類に対して実施され、好ましくは、洗浄は脱イオン又は淡水で
実施される。これによって、有益には、得られる尾索類材料の灰分が減少する。
【００３４】
　尾索類を酵素又は酸加水分解に供する前に、尾索類は好ましくは乾燥される。好ましく
は、本発明は、尾索類からアルコールを製造する方法であって、前記方法が、
　（ｉ）前記尾索類を乾燥させること、



(9) JP 6113070 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

　（ｉｉ）前記乾燥尾索類を酵素又は酸加水分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水
分解物を形成すること、及び
　（ｉｉｉ）前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成すること
を含む、方法に関する。
【００３５】
　乾燥は、当該技術分野で公知の任意の手段によって実施することができる。好ましくは
、尾索類は、５０％を超え、より好ましくは７０％を超え、より好ましくは８０％を超え
、より好ましくは８５％を超え、更により好ましくは９０％を超える乾燥含有量（本明細
書では乾燥度とも称する）に乾燥される。本明細書では乾燥含有量は、尾索類材料の乾燥
重量の尺度である。これは、乾燥器加熱によって１０５℃で終夜（試料のグラム基準で）
、又は赤外線加熱によって１０５℃で恒量に達するまで（試料の３００ｍｇ基準で）、尾
索類材料を乾燥させた後に計算され、乾燥前の湿った尾索類材料の重量に対する得られた
乾燥材料の重量百分率である。尾索類は、それを圧縮して水の一部を除去し、それを加熱
された床の上に置いて、例えば約３９％乾燥度まで乾燥させることによって、乾燥させる
ことができる。次いで、尾索類を、例えば１３０℃から１５０℃に加熱された、乾燥機に
移すことができ、そこで例えば約８９％乾燥度まで乾燥させる。あるいは、尾索類は、例
えば、１００℃を超える温度で秒単位の時間尺度で、凍結乾燥によって乾燥させることが
でき、又は噴霧乾燥によって乾燥させることができる。乾燥尾索類の使用は、任意の後続
の酵素加水分解に対する阻害効果を最小限にする利点がある。一実施形態においては、乾
燥尾索類材料は、例えば粉砕によって、機械的に破壊することができる。
【００３６】
　本発明のこの態様においては、乾燥尾索類材料を酵素又は酸加水分解に供して、１種類
以上の単糖を含む加水分解物を形成することができる。次いで、加水分解物を発酵させて
、アルコールを製造することができる。
【００３７】
　セルロースに加えて、尾索類は、マンノース、ガラクトースなどのＣ6糖も含み、キシ
ロース、アラビノースなどの１種類以上のＣ5糖も含み得る。乾燥尾索類は、セルロース
、別の多糖などの多糖、又はグルコースで構成される糖タンパク質、マンノース、ガラク
トースなどの別のＣ6糖、並びにキシロース、アラビノースなどの１種類以上のＣ5糖を含
む。
【００３８】
　尾索類が酵素又は酸加水分解に供されて、１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成す
るときには、加水分解物は、尾索類中に既に存在する単糖、並びにセルロース及び別の成
分の加水分解によって生成された単糖を含み得る。
【００３９】
　本発明で利用される酵素及び酸加水分解とそれに続く発酵の各方法は、限定されず、当
業者に知られており、以下の刊行物に記載された任意の方法を含む。
【００４０】
　リー・Ｊ（Ｌｉ　Ｊ），レンホルム・Ｈ（Ｌｅｎｎｈｏｌｍ　Ｈ），ヘンリクソン・Ｇ
（Ｈｅｎｒｉｋｓｓｏｎ　Ｇ），ゲラーステッド・Ｇ（Ｇｅｌｌｅｒｓｔｅｄｔ　Ｇ）（
２０００ａ）．「エタノール製造のためのリグノセルロース物質のバイオリファイナリ．
Ｉ．炭水化物の定量化（Ｂｉｏ－ｒｅｆｉｎｅｒｙ　ｏｆ　ｌｉｇｎｏｃｅｌｌｕｌｏｓ
ｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｆｏｒ　ｅｔｈａｎｏｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．Ｉ．Ｑｕ
ａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅｓ）」，第１３回アルコー
ル燃料国際シンポジウム（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ａ
ｌｃｏｈｏｌ　Ｆｕｅｌｓ）（ＩＳＡＦ　ＸＩＩＩ）（ストックホルム，２０００年７月
３～６日），予稿集（第Ｉ巻），６号、
　リー・Ｊ（Ｌｉ　Ｊ），レンホルム・Ｈ（Ｌｅｎｎｈｏｌｍ　Ｈ），ヘンリクソン・Ｇ
（Ｈｅｎｒｉｋｓｓｏｎ　Ｇ），ゲラーステッド・Ｇ（Ｇｅｌｌｅｒｓｔｅｄｔ　Ｇ）（
２０００ｂ）．「エタノール製造のためのリグノセルロース物質のバイオリファイナリ．
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ＩＩ．蒸気爆砕の基礎と戦略的設計（Ｂｉｏ－ｒｅｆｉｎｅｒｙ　ｏｆ　ｌｉｇｎｏｃｅ
ｌｌｕｌｏｓｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｆｏｒ　ｅｔｈａｎｏｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏ
ｎ．ＩＩ．Ｆｕｎｄａｍｅｎｔｓ　ａｎｄ　ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　
ｓｔｅａｍ　ｅｘｐｌｏｓｉｏｎ）」，第１回エネルギー・産業用バイオマスの世界会議
および展示会（Ｗｏｒｌｄ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏ
ｎ　Ｂｉｏｍａｓｓ　ｆｏｒ　Ｅｎｅｒｇｙ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ）（セビーリャ
，２０００年６月５～９日），予稿集，７６７－７７０、
　リー・Ｊ（Ｌｉ　Ｊ），レンホルム・Ｈ（Ｌｅｎｎｈｏｌｍ　Ｈ），ヘンリクソン・Ｇ
（Ｈｅｎｒｉｋｓｓｏｎ　Ｇ），ゲラーステッド・Ｇ（Ｇｅｌｌｅｒｓｔｅｄｔ　Ｇ）（
２００１）．「エタノール製造のためのリグノセルロース物質のバイオリファイナリ．Ｉ
ＩＩ．カッパ価測定による蒸気爆砕の評価（Ｂｉｏ－ｒｅｆｉｎｅｒｙ　ｏｆ　ｌｉｇｎ
ｏｃｅｌｌｕｌｏｓｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｆｏｒ　ｅｔｈａｎｏｌ　ｐｒｏｄｕｃ
ｔｉｏｎ．ＩＩＩ．Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｔｅａｍ　ｅｘｐｌｏｓｉｏｎ　ｂ
ｙ　ｋａｐｐａ　ｎｕｍｂｅｒ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）」，第７回リグニンおよ
び他の木材成分の化学に関するブラジルシンポジウム（Ｂｒａｚｉｌｉａｎ　Ｓｙｍｐｏ
ｓｉｕｍ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｌｉｇｎｉｎｓ　ａｎｄ　Ｏｔｈ
ｅｒ　Ｗｏｏｄ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ），（ベロオリゾンテ，２００１年９月３～５日
），予稿集（口頭発表），４２３－４３０、
　リー・Ｊ（Ｌｉ　Ｊ），レンホルム・Ｈ（Ｌｅｎｎｈｏｌｍ　Ｈ），ヘンリクソン・Ｇ
（Ｈｅｎｒｉｋｓｓｏｎ　Ｇ），ゲラーステッド・Ｇ（Ｇｅｌｌｅｒｓｔｅｄｔ　Ｇ）（
２００２）．「エタノール製造のためのリグノセルロース物質のバイオリファイナリ．Ｉ
Ｖ．プロセスの経済的実現可能の改善のための高価値副産物の製造（Ｂｉｏ－ｒｅｆｉｎ
ｅｒｙ　ｏｆ　ｌｉｇｎｏｃｅｌｌｕｌｏｓｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｆｏｒ　ｅｔｈ
ａｎｏｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．ＩＶ．Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　ｖ
ａｌｕｅ　ｂｙ－ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ｆｏｒ　ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｐｒｏｃ
ｅｓｓ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙ）」，第２回パルプ化および製紙の
新技術に関する国際シンポジウム（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　
ｏｎ　Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ｏｆ　Ｐｕｌｐｉｎｇ　＆　Ｐａ
ｐｅｒｍａｋｉｎｇ），（広州，２００２年１０月９～１１日），予稿集，８２－９０、
　リン・Ｙ（Ｌｉｎ　Ｙ），タナカ・Ｓ（Ｔａｎａｋａ　Ｓ）（２００６）．「バイオマ
ス資源からのエタノール発酵：現在の状況と前途（Ｅｔｈａｎｏｌ　ｆｅｒｍｅｎｔａｔ
ｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｂｉｏｍａｓｓ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ：ｃｕｒｒｅｎｔ　ｓｔａｔｅ
　ａｎｄ　ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ）」．アプライド・マイクロバイオロジー・アンド・バイ
オテクノロジー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ）６９（６）：６２７－６４２、及び
　ハーン－へゲルダル・Ｂ（Ｈａｈｎ－Ｈａｅｇｅｒｄａｌ　Ｂ），ガルベ・Ｍ（Ｇａｌ
ｂｅ　Ｍ），ゴルワ－グラウスルンド・ＭＦ（Ｇｏｒｗａ－Ｇｒａｕｓｌｕｎｄ　ＭＦ）
，リデン・Ｇ（Ｌｉｄｅｎ　Ｇ），ザッチ・Ｇ（Ｚａｃｃｈｉ　Ｇ）（２００６）．「バ
イオエタノール：今日の残りかすから明日の燃料（Ｂｉｏ－ｅｔｈａｎｏｌ　－　ｔｈｅ
　ｆｕｅｌ　ｏｆ　ｔｏｍｏｒｒｏｗ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｒｅｓｉｄｕｅｓ　ｏｆ　ｔ
ｏｄａｙ）」．トレンズ・イン・バイオテクノロジー（Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ）２４（１２）：５４９－５５６。
【００４１】
　一実施形態においては、本発明の方法は、尾索類の酸加水分解を含む。好ましくは、硫
酸、例えば７２～７４％Ｈ2ＳＯ4などの濃硫酸が使用される。
【００４２】
　一実施形態においては、本発明の方法は、尾索類の酵素加水分解を含む。多糖を単糖に
転化する酵素を含めて、１種類以上の酵素を使用することができる。好ましくは、１種類
以上の酵素、例えばセルラーゼ及びグルコシダーゼは、セルロースをグルコースに転化す
る。
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【００４３】
　好ましい一実施形態においては、加水分解物はグルコースを含み、これは、一般にパン
酵母として知られるＳａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓａｅ系統を使用した発
酵によりエタノールになる。
【００４４】
　アルコール、好ましくはエタノールの回収は、アルコール、好ましくはエタノールを発
酵ブロスの他の成分から分離する蒸留、及びアルコール、好ましくはエタノールから任意
の残留水を除去する脱水によって、実施することができる。
【００４５】
　好ましくは、本発明は、アルコール製造用バイオマスとしての尾索類から得られる抽出
物の使用に関する。好ましくは、本発明は、尾索類からアルコールを製造する方法であっ
て、前記方法が、
　（ｉ）１種類以上の多糖を前記尾索類から抽出し、前記１種類以上の多糖を酵素又は酸
加水分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成すること、及び
　（ｉｉ）前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成すること
を含む、方法に関する。
【００４６】
　尾索類は、尾索類本体全体の形態とすることができ、又は尾索類本体の一部の形態、好
ましくは、尾索類本体の残りの部分から単離された外皮とすることができる。尾索類は、
例えば、新たに収穫することができ、又は凍結貯蔵品から解凍することができる。好まし
くは、尾索類を洗浄して海塩を除去する。好ましくは、この洗浄は、湿った尾索類、すな
わち乾燥されていない尾索類に対して実施され、好ましくは、洗浄は脱イオン又は真水で
実施される。
【００４７】
　尾索類を酵素又は酸加水分解に供する前に、尾索類は好ましくは乾燥される。好ましく
は、本発明は、尾索類からアルコールを製造する方法であって、前記方法が、
　（ｉ）前記尾索類を乾燥させること、
　（ｉｉ）１種類以上の多糖を前記尾索類から抽出し、前記１種類以上の多糖を酵素又は
酸加水分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成すること、及び
　（ｉｉｉ）前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成すること
を含む、方法に関する。
【００４８】
　乾燥は、当該技術分野で公知の任意の手段によって実施することができる。好ましくは
、尾索類は、５０％を超え、より好ましくは７０％を超え、より好ましくは８０％を超え
、より好ましくは８５％を超え、更により好ましくは９０％を超える乾燥含有量（本明細
書では乾燥度とも称する）に乾燥される。尾索類は、それを圧縮して水の一部を除去し、
それを加熱された床の上に置いて、例えば約３９％乾燥度まで乾燥させることによって、
乾燥させることができる。次いで、尾索類を、例えば１３０℃から１５０℃に加熱された
、乾燥機に移すことができ、そこで例えば約８９％素乾燥まで乾燥させる。あるいは、尾
索類は、例えば、１００℃を超える温度で秒単位の時間尺度で、凍結乾燥によって乾燥さ
せることができ、又は噴霧乾燥によって乾燥させることができる。乾燥尾索類の使用は、
任意の後続の酵素加水分解に対する阻害効果を最小限にする利点がある。一実施形態にお
いては、乾燥尾索類材料は、例えば粉砕によって、機械的に破壊することができる。
【００４９】
　本発明のこの態様においては、１種類以上の多糖は、尾索類から抽出される。抽出方法
は、限定されず、当業者に周知の任意の方法を含む。好ましくは、抽出は、１種類以上の
多糖を分離することと一緒に、存在する任意のリグニン様構造体が破壊されるように乾燥
尾索類を処理することを含む。好ましくは、前記１種類以上の多糖は、セルロースを含む
。尾索類は、ヨンソク・ク（Ｙｏｕｎｇ－Ｓｅｏｋ　Ｋｏｏ）ら，「ホヤ外皮からの化学
セルロースの調製と性質及びそれからの再生セルロース繊維（Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　
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ａｎｄ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　ｆｒｏ
ｍ　Ａｓｃｉｄａｎ　Ｔｕｎｉｃ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄ　Ｃｅ
ｌｌｕｌｏｓｅ　Ｆｉｂｅｒｓ）」，ジャーナル・オブ・アプライド・ポリマー・サイエ
ンス（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ），第
８５巻，１６３４－１６４３（２００２）に記載のものなどの手段によってセルロースが
豊富なパルプに加工することができる。この参考文献においては、尾索類原料が乾燥され
、ミルを使用して粉末にされる。粉末は、酸水溶液（Ｈ2ＳＯ4）で処理され、ろ過され、
アセトン及び水で洗浄され、７５℃で減圧乾燥される。次いで、試料は、アルカリ水溶液
（ＮａＯＨ／Ｎａ2Ｓ）で処理され、前述と同様にろ過され、洗浄され、乾燥される。最
後に、試料は、漂白剤（ＮａＯＣｌ水溶液）で処理され、前述と同様にろ過され、洗浄さ
れ、乾燥される。得られる試料は、セルロースが豊富である。
【００５０】
　本発明のこの態様の好ましい一実施形態においては、セルロースは、尾索類を乾燥ステ
ップ、酸処理ステップ、アルカリ処理ステップ及び酸化／漂白ステップに供することによ
って尾索類から抽出される。酸処理ステップ、アルカリ処理ステップ及び酸化／漂白ステ
ップの３つのステップは、例えば存在する任意のリグニン様構造体を破壊することによっ
て、乾燥尾索類からのセルロースの抽出を容易にする処理法を構成する。この処理法後、
固体多糖生成物をろ過又は遠心分離によって分離することができる。次いで、多糖生成物
を洗浄し、乾燥させることができる。乾燥ステップは上述したとおりである。酸処理ステ
ップ、アルカリ処理ステップ及び酸化／漂白ステップを以下に更に記述する。
【００５１】
　酸処理ステップは、酸加水分解ステップである。乾燥試料を酸水溶液、例えば０．９ｗ
ｔ％Ｈ2ＳＯ4で１８０℃で２時間処理する。得られた生成物をろ過し、洗浄し、例えば５
０℃で乾燥させる。
【００５２】
　アルカリ処理ステップは、アルカリ加水分解／クラフトパルプ化ステップである。酸処
理ステップからの生成物をアルカリ水溶液、例えば９／３ｗｔ％ＮａＯＨ／Ｎａ2Ｓ溶液
で１８０℃で２時間処理する。得られた生成物をろ過し、洗浄し、例えば５０℃で乾燥さ
せる。
【００５３】
　酸化／漂白ステップは、アルカリ処理ステップの生成物を漂白剤、例えば２．９ｗｔ％
ＮａＯＣｌ溶液で７５℃で１時間処理することを含む。得られた生成物をろ過し、洗浄し
、例えば５０℃で乾燥させる。
【００５４】
　セルロースが豊富な、尾索類からの抽出物が得られる。次いで、この抽出物を酵素又は
酸加水分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成することができる。アル
コールを生成する加水分解物の発酵がこれに続く。本発明のこの態様において利用するこ
とができる酵素及び酸加水分解とその後に続く発酵及びアルコール回収の各ステップは、
前述のとおりである。一実施形態においては、本発明の方法は、尾索類から抽出された１
種類以上の多糖の酸加水分解を含む。好ましくは、硫酸が使用される。一実施形態におい
ては、本発明の方法は、尾索類から抽出された１種類以上の多糖の酵素加水分解を含む。
多糖を単糖に転化する酵素を含めて、１種類以上の酵素を使用することができる。好まし
くは、１種類以上の酵素、例えばセルラーゼ及びグルコシダーゼは、セルロースをグルコ
ースに転化する。
【００５５】
　本発明は、さらに、本明細書に記載された尾索類又は尾索類から得られる抽出物からア
ルコールを製造する方法を提供する。この方法は、前記尾索類を養殖する方法も含む。前
記尾索類はホヤである。養殖方法は、前記尾索類の生育及び収穫を含み、本明細書に記載
されたとおりとすることができる。
【００５６】
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　バイオディーゼル
　一態様においては、本発明は、バイオディーゼル製造のための尾索類又は尾索類から得
られる抽出物の使用に関する。
【００５７】
　バイオディーゼルは、脂質からエステル交換によって製造することができる。バイオデ
ィーゼルの主成分は、脂肪酸アルキルエステル、特に脂肪酸メチル（又はエチル）エステ
ルを含む。典型的には、バイオディーゼルの製造においては、脂質は、水酸化カリウム又
はナトリウム及びメタノール（又はエタノール）と混合され、化学反応によって酸メチル
（又はエチル）エステル及びグリセロールを生成する。
【００５８】
　本研究によれば、Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは、総脂質含有量が３．２重量％であ
る。上述した３次元養殖モデルを使用すると、エタノールに加えて海洋表面積１ヘクター
ル当たり動物脂質２９，０００リットルの収量になる。これらの動物脂質は、エステル交
換又はアルコール分解によるバイオディーゼル製造の原料を与える（参考文献19）。長さ
１００ｍｍのＣ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓ０．６ｇ（乾燥重量）及び海底１ｍ2当たり
３０００個体の密度に対する文献からの推定により、本発明者らは、バイオディーゼル収
量０．０５８リットル／ｍ2（３，０００個体／ｍ2×０．０００６ｋｇ／個体×０．０３
２＝０．０５８リットル／ｍ2）又は５８０リットル／ヘクタールを得ることになる。こ
の計算は、１回の収穫に基づく。Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは少なくとも年２回収穫
することが可能であるので、年間バイオディーゼル収量は海底１ヘクタール当たり少なく
とも１，１５０リットルである可能性がある（年２回の収穫×５８０リットル／ヘクター
ル）。しかし、この計算は、例えば海底の、２次元養殖に対してなされる。ホヤは、海水
柱において３次元で養殖することができるので、海底／海面１ヘクタール当たりの潜在的
バイオディーゼル収量ははるかに大きい。長さ２０ｍ、直径０．４ｍ（表面積２５．１２
ｍ2／棒）であり、１ヘクタール全体に１ｍ間隔で配置された（すなわち棒１０，０００
本）、水中の棒にホヤが成長する状況を考える。これは、海面１ヘクタール当たりのホヤ
成長の表面積が２５１，２００ｍ2になる。これは、上記計算に基づくと、海洋表面積１
ヘクタール当たりバイオディーゼル約２９，０００リットルの年間生産量となり得る。
【００５９】
　本研究によれば、この収率は上記推定よりもはるかに大きくなり得る。本研究によれば
、Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは、６か月の配置後に約３１ｇ（乾燥重量１．３７ｇ）
に成長することができる。さらに、本明細書に記載された板状の複数のコロニー形成表面
を支持する細長い部材を使用すると、９６９０個体／ｍ2の密度を得ることができる。３
次元養殖モデルにおいては、２０メートルのロープの長さ１メートル当たり３枚の板とし
、板の表面積を０．２ｍ2とすると、海中の細長い部材１本当たりの表面積が１２ｍ2にな
り、細長い部材が１ｍ間隔で配置される場合には１２０，０００ｍ2／ヘクタールになる
。年２回の収穫とすると、１ヘクタール当たりの年間バイオディーゼル収量は、上と同じ
計算によって約１０２，０００リットル（９６９０個体／ｍ2×０．００１３７ｋｇ×０
．０３２　脂質×１２０，０００ｍ2×年２回の収穫＝バイオディーゼル１０２，０００
リットル）になる。
【００６０】
　好ましくは、本発明は、バイオディーゼル製造用バイオマスとしての尾索類の使用に関
する。一態様においては、本発明は、尾索類からバイオディーゼルを製造する方法であっ
て、前記方法が、前記尾索類をエステル交換又はアルコール分解に供することを含む、方
法に関する。この方法においては、尾索類中に存在する脂質は、エステル交換又はアルコ
ール分解によってバイオディーゼルに転化される。本発明のこの態様においては、尾索類
自体をエステル交換又はアルコール分解に供し、尾索類からの脂質／脂肪酸の抽出は不要
である。
【００６１】
　尾索類は、尾索類本体全体の形態とすることができ、又は尾索類本体の残りの部分から



(14) JP 6113070 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

単離された外皮などの尾索類本体の一部の形態とすることができる。尾索類は、例えば、
新たに収穫することができ、又は凍結貯蔵品から解凍することができる。好ましくは、尾
索類を洗浄して海塩を除去する。好ましくは、この洗浄は、湿った尾索類、すなわち乾燥
されていない尾索類に対して実施され、好ましくは、洗浄は脱イオン又は真水で実施され
る。これによって、有益には、得られる尾索類材料の灰分が減少する。
【００６２】
　尾索類をエステル交換に供する前に、尾索類を好ましくは乾燥させる。好ましくは、本
発明は、尾索類からバイオディーゼルを製造する方法であって、前記方法が、前記尾索類
を乾燥させるステップ、及び前記乾燥尾索類をエステル交換又はアルコール分解に供する
ステップを含む、方法に関する。
【００６３】
　乾燥は、当該技術分野で公知の任意の手段によって実施することができる。好ましくは
、尾索類は、５０％を超え、より好ましくは７０％を超え、より好ましくは８０％を超え
、より好ましくは８５％を超え、更により好ましくは９０％を超える乾燥含有量（本明細
書では乾燥度とも称する）に乾燥される。尾索類は、それを圧縮して水の一部を除去し、
それを加熱された床の上に置いて、例えば約３９％乾燥度まで乾燥させることによって、
乾燥させることができる。次いで、尾索類を、例えば１３０℃から１５０℃に加熱された
、乾燥機に移すことができ、そこで例えば約８９％乾燥度まで乾燥させる。あるいは、尾
索類は、例えば、１００℃を超える温度で秒単位の時間尺度で、凍結乾燥によって乾燥さ
せることができ、又は噴霧乾燥によって乾燥させることができる。乾燥尾索類の使用は、
エステル交換反応に対して水が有する阻害効果を最小限にする利点がある。一実施形態に
おいては、乾燥尾索類材料は、例えば粉砕によって、機械的に破壊することができる。
【００６４】
　尾索類は、天然の脂質及び／又は脂肪酸を含む。尾索類中に天然に存在する脂質として
は、脂肪酸及び（モノグリセリド、ジグリセリド、（脂肪としても知られる）トリグリセ
リドを含めた）その誘導体、ステロール、リン脂質及びスフィンゴ脂質が挙げられる。さ
らに、尾索類は、脂肪酸も含む。本研究によれば、Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは、図
１に示した脂肪酸組成を含む。脂肪酸は、本明細書では、炭素原子数を示す第１の数と二
重結合数である第２の数によって特定される。ｎ３の記号は、脂肪酸がオメガ３脂肪酸で
あることを示す。オメガ３脂肪酸は、脂肪酸のメチル末端から３番目の結合が二重結合で
ある不飽和脂肪酸である。それだけに限定されないが、尾索類から単離された脂肪酸は、
以下の脂肪酸、すなわち１４：０、１６：０、１６：１、１８：０、１８：１、１８：４
、２０：０、２０：１、２０：５－ｎ３（エイコサペンタエン酸）、２１：５－ｎ３、２
２：６－ｎ３（ドコサヘキサエン酸）及び２２：５－ｎ３の１つ以上を含み得る。それだ
けに限定されないが、尾索類から単離された脂肪酸は、以下の脂肪酸、すなわち１６：０
、１６：１、１６：２、１８：０、１８：１、１８：２、１８：３、１８：４、２０：０
、２０：１、２０：２、２０：３、２０：５－ｎ３（エイコサペンタエン酸）、［２１：
５－ｎ３］及び２２：６－ｎ３（ドコサヘキサエン酸）の１つ以上を含み得る。それだけ
に限定されないが、尾索類から単離された脂肪酸は、以下の脂肪酸、すなわち１４：０、
１６：０、１６：１、１６：２、１８：０、１８：１、１８：２、１８：３、１８：４、
２０：０、２０：１、２０：２、２０：３、２０：５－ｎ３（エイコサペンタエン酸）、
２１：５－ｎ３、２２：６－ｎ３（ドコサヘキサエン酸）及び２２：５－ｎ３の１つ以上
を含み得る。さらに、本研究によれば、Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓは、ほとんど又は
全くグリセロールを含まない。これは、図２に示したＨＮＭＲ結果で理解することができ
る。グリセロールは、バイオディーゼル製造プロセスにおける副生物であり、除去しなけ
ればならないので、これは特に有利である。
【００６５】
　本発明の方法においては、尾索類脂質は、エステル交換又はアルコール分解によってバ
イオディーゼルに転化される。エステル交換は、エステルがアルコキシ部分の交換によっ
て別のエステルに転換される有機反応のクラスを記述するのに使用される一般用語である
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。尾索類脂質としては、モノ、ジ、トリグリセリドなどのエステルが挙げられる。これら
がアルコールとの反応によってエステル交換されるときには、エステル交換プロセスはア
ルコール分解としても知られる。尾索類脂質は、遊離脂肪酸も含む。脂肪酸がアルコール
と反応するときには、このプロセスはアルコール分解と呼ばれる。
【００６６】
　脂肪又はトリグリセリドのエステル交換においては、トリグリセリドは、強酸又は塩基
の存在下でアルコールと反応して、脂肪酸アルキルエステルとグリセロールの混合物を生
成する。典型的には、アルコールは、メタノール、エタノール、プロパノール又はブタノ
ールから選択される一価アルコールである。典型的には、塩基触媒はＮａＯＨ又はＫＯＨ
である。典型的には、酸触媒は濃硫酸である。バイオディーゼル製造の場合、酸触媒によ
るエステル交換よりも速く進行するから、トリグリセリドの塩基触媒によるエステル交換
がより一般的に使用される。
【００６７】
　本研究によれば、尾索類は、高い遊離脂肪酸含有量を有することができる。遊離脂肪酸
は、存在すると、塩基触媒によるエステル交換において、無機塩基触媒と反応して、触媒
を中和し、せっけんを形成することによって、問題となることがある。これを回避するた
めに、ジェンマ・ビセンテ（Ｇｅｍｍａ　Ｖｉｃｅｎｔｅ）ら，「液内培養の菌類バイオ
マスのバイオディーゼルへの直接変換・エネルギー燃料（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｆｕｎｇａｌ　Ｂｉｏｍａｓｓ　ｆｒｏｍ　Ｓｕｂｍｅｒｇｅｄ
　Ｃｕｌｔｕｒｅｓ　ｉｎｔｏ　Ｂｉｏｄｉｅｓｅｌ．Ｅｎｅｒｇｙ　Ｆｕｅｌｓ）」，
２０１０，２４：３１７３－３１７８及びフリーマン・Ｂ（Ｆｒｅｅｍａｎ　Ｂ），プラ
イド・Ｅ・Ｈ（Ｐｒｙｄｅ　Ｅ　Ｈ）ら，「エステル交換植物油からの脂肪酸エステルの
収量に影響する変数（Ｖａｒｉａｂｌｅ　ａｆｆｅｃｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｙｉｅｌｄｓ　
ｏｆ　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄ　ｅｓｔｅｒｓ　ｆｒｏｍ　ｔｒａｎｓｅｓｔｅｒｉｆｉｃ
ａｔｅｄ　ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　ｏｉｌｓ）」，ＪＡＯＣＳ．１９８４，６１（１）：１
６８３－１６８７に記載のものなど、酸触媒によるエステル交換を採用することができる
。
【００６８】
　一実施形態においては、２段階エステル交換プロセスを使用することができる。これは
、尾索類脂質がアルコールと塩基触媒の存在下で反応する、例えば、メタノールとＫＯＨ
の存在下で反応する第１段階と、続いて脂質がアルコールとただし酸触媒の存在下で反応
する、例えば、メタノールとＢＦ3の存在下で反応する第２段階とを含むことができる。
【００６９】
　存在する脂肪酸の量は、脂質混合物の試料を標準塩基溶液で滴定することによって確認
することができる。尾索類脂質中の多量の遊離脂肪酸の場合には、尾索類（又は尾索類脂
質／脂肪酸）は、第２段階であるエステル交換プロセス前に実施される第１段階としてエ
ステル化プロセスを含む２段階プロセスに供することができる。第１段階エステル化プロ
セスにおいては、遊離脂肪酸は、濃Ｈ2ＳＯ4などの酸触媒の存在下でアルコールによって
エステル化される。反応生成物は、新規に形成された脂肪酸エステルを含む脂質相及びグ
リセロール相を含む。グリセロール相を除去し、脂質相を上述したものなどの第２段階エ
ステル交換に供することができる。典型的な２段階プロセスは、ズライカー・Ｓ（Ｚｕｌ
ｌａｉｋａｈ　Ｓ），ライ・Ｃ・Ｃ（Ｌａｉ　Ｃ　Ｃ），バリＳ・Ｒ（Ｖａｌｉ　Ｓ　Ｒ
）ら，「米糠油原料生物ディーゼル燃料製造のための二段酸触媒プロセス（Ａ　ｔｗｏ－
ｓｔｅｐ　ａｃｉｄ－ｃａｔａｌｙｚｅｄ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｐｒｏｄ
ｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｂｉｏｄｉｅｓｅｌ　ｆｒｏｍ　ｒｉｃｅ　ｂｒａｎ　ｏｉｌ）」
，バイオリソース・テクノロジー（Ｂｉｏｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），
２００５，（９６）：１８８９－１８９６、ガジェ・Ｓ・Ｖ（Ｇｈａｄｇｅ　Ｓ　Ｖ），
ラヘマン・Ｈ（Ｒａｈｅｍａｎ　Ｈ．），「高遊離脂肪酸を有するマフア（Ｍａｄｈｕｃ
ａ　ｉｎｄｉｃａ）油からのバイオディーゼル製造（Ｂｉｏｄｉｅｓｅｌ　ｐｒｏｄｕｃ
ｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｍａｈｕａ（Ｍａｄｈｕｃａ　ｉｎｄｉｃａ）　ｏｉｌ　ｈａｖｉ
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ｎｇ　ｈｉｇｈ　ｆｒｅｅ　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄｓ）」，バイオマス・アンド・バイオ
エナジー（Ｂｉｏｍａｓｓ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｎｅｒｇｙ），２００５，（２８）：６０
１－６０５、及びチェン・Ｓ（Ｃｈｅｎ　Ｓ），ジアーン・Ｊ（ＪｉａｎＧ　Ｊ），ニエ
・Ｘ（Ｎｉｅ　Ｘ），チャーン・Ｘ（Ｃｈａｎｇ　Ｘ），「高酸価の廃酸油からのバイオ
ディーゼルの調製に関する研究（Ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂ
ｉｏｄｉｅｓｅｌ　ｆｒｏｍ　Ｗａｓｔｅ　Ａｃｉｄｉｆｉｃａｔｅｄ　Ｏｉｌ　ｏｆ　
Ｈｉｇｈ－ａｃｉｄ－ｖａｌｕｅ）」，ケミストリー・アンド・インダストリー・オブ・
フォレスト・プロダクツ（Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ｏｆ　ｆｏ
ｒｅｓｔ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ），２００９，２９（４）：４７－５２に記載されている。
【００７０】
　代替プロセスは、遊離脂肪酸の同時エステル化、及びリパーゼなどの酵素触媒を使用し
たトリグリセリドのエステル交換である。かかるプロセスは、リー・Ｎ・Ｗ（Ｌｉ　Ｎ　
Ｗ），ゾーン・Ｍ・Ｈ（Ｚｏｎｇ　Ｍ　Ｈ），ウー・Ｈ（Ｗｕ　Ｈ．），「Ｐｅｎｉｃｉ
ｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ　由来固定化リパーゼによる廃油のバイオディーゼルへの
高効率変換（Ｈｉｇｈｌｙ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ
　ｗａｓｔｅ　ｏｉｌ　ｔｏ　ｂｉｏｄｉｅｓｅｌ　ｂｙ　ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｅｄ　ｌ
ｉｐａｓｅ　ｆｒｏｍ　Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ）」，プロセス　バ
イオケミストリー（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ），２００９，４４：６
８５－６８８に記載されている。
【００７１】
　代替プロセスは、触媒を必要とせず、したがって遊離脂肪酸からせっけんが形成される
という問題がない、超臨界メタノールエステル交換である。かかるプロセスは、デミルバ
ス・Ａ（Ｄｅｍｉｒｂａｓ　Ａ），「触媒性および非触媒性超臨界メタノールエステル交
換法による植物油からのバイオディーゼル製造（Ｂｉｏｄｉｅｓｅｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｉ
ｏｎ　ｆｒｏｍ　ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　ｏｉｌｓ　ｖｉａ　ｃａｔａｌｙｔｉｃ　ａｎｄ
　ｎｏｎ－ｃａｔａｌｙｔｉｃ　ｓｕｐｅｒｃｒｉｔｉｃａｌ　ｍｅｔｈａｎｏｌ　ｔｒ
ａｎｓｅｓｔｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄｓ）」，プログレス・イン・エナジ
ー・アンド・コンバスチョン・サイエンス（Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｉｎ　Ｅｎｅｒｇｙ　ａ
ｎｄ　Ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ），２００５，３１：４６６－４８７に記
載されている。
【００７２】
　エステル交換又はアルコール分解は、国際公開第２００９／０８９８０２号に記載のも
のなど当該技術分野で公知の手段によって実施することができる。
【００７３】
　好ましくは、新しい尾索類から新しい脂質として得られるときには、好ましい方法は、
アルカリ触媒によるエステル交換である。酸価が高いとき、例えば、長期貯蔵された尾索
類試料から得られる脂質の場合、酸触媒によるアルコール分解又は上述した２ステップ（
段階）法が好ましい。
【００７４】
　好ましくは、バイオディーゼルは、エステル交換又はアルコール分解反応混合物から回
収される。生成物のバイオディーゼルとグリセロールは非混和性である。バイオディーゼ
ルは、（尾索類残留物を除去する）一連の遠心分離及び分離、蒸発、並びに溶媒抽出ステ
ップによって反応混合物から回収することができる。
【００７５】
　好ましくは、本発明は、バイオディーゼル製造用バイオマスとしての尾索類から得られ
る抽出物の使用に関する。一態様においては、本発明は、尾索類からバイオディーゼルを
製造する方法であって、前記方法が、
　（ｉ）前記尾索類から脂質／脂肪酸を抽出すること、及び
　（ｉｉ）前記脂質／脂肪酸をエステル交換又はアルコール分解によってバイオディーゼ
ルに転化すること
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を含む、方法に関する。
【００７６】
　好ましい一実施形態においては、本発明のこの態様は、脂肪酸アルキルエステルを製造
する方法に関する。好ましくは、脂肪酸アルキルエステルはメチル又はエチルエステルで
ある。
【００７７】
　尾索類は、尾索類本体全体の形態とすることができ、又は尾索類本体の残りの部分から
単離された外皮などの尾索類本体の一部の形態とすることができる。尾索類は、例えば、
新たに収穫することができ、又は凍結貯蔵品から解凍することができる。好ましくは、尾
索類を洗浄して海塩を除去する。好ましくは、この洗浄は、湿った尾索類、すなわち乾燥
されていない尾索類に対して実施され、好ましくは、洗浄は脱イオン又は真水で実施され
る。
【００７８】
　本発明の方法においては、尾索類からの脂質／脂肪酸の抽出は、ろ過－遠心分離、溶媒
抽出、酸抽出、圧縮、蒸留などの当該技術分野で公知の手段によって実施することができ
る。好ましくは、溶媒抽出が使用され、好ましくは、それがジエチルエーテル又は石油エ
ーテルを使用して実施される。好ましくは、ソックスレー抽出が使用される。
【００７９】
　好ましくは、石油エーテルを使用したソックスレー抽出が使用される。ソックスレー抽
出ステップ後、得られた生成物をろ過してろ液を尾索類残留物から分離することができ、
次いでろ液を蒸発させて脂質／脂肪酸を得ることができる。
【００８０】
　尾索類から脂質／脂肪酸を抽出するステップの前に、好ましくは、尾索類を乾燥させる
。一態様においては、本発明は、尾索類からバイオディーゼルを製造する方法であって、
前記方法が、
　（ｉ）尾索類を乾燥させること、
　（ｉｉ）前記乾燥尾索類から脂質／脂肪酸を抽出すること、及び
　（ｉｉｉ）前記脂質／脂肪酸をエステル交換又はアルコール分解によってバイオディー
ゼルに転化すること
を含む、方法に関する。
【００８１】
　乾燥は、前述のとおりに実施することができる。
【００８２】
　本発明の方法においては、抽出された脂質／脂肪酸は、エステル交換又はアルコール分
解によってバイオディーゼルに転化される。脂質／脂肪酸のエステル交換又はアルコール
分解は、上述したように実施することができる。
【００８３】
　好ましくは、バイオディーゼルは、エステル交換又はアルコール分解反応混合物から回
収される。バイオディーゼルは、一連の分離、蒸発及び溶媒抽出ステップによって反応混
合物から回収することができる。
【００８４】
　使用時、バイオディーゼルは、単独で、又は鉱物ディーゼルと混合して、例えば、鉱物
ディーゼルと混合された最高１５％バイオディーゼルの量で、使用することができる。
【００８５】
　本発明は、さらに、本明細書に記載された尾索類又は尾索類から得られる抽出物からバ
イオディーゼルを製造する方法を提供する。この方法は、前記尾索類を養殖する方法も含
み、前記尾索類はホヤである。養殖方法は、前記尾索類の生育及び収穫を含み、本明細書
に記載されたようにすることができる。
【００８６】
　複合方法
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　一態様においては、本発明は、アルコール及びバイオディーゼルから選択される１種類
を超える生物燃料の製造のための尾索類の使用に関する。具体的には、本発明は、第１の
生物燃料を尾索類から上記方法の一つによって製造し、さらに第２の生物燃料を前記尾索
類から製造する方法であって、第１と第２の生物燃料が異なり、アルコール及びバイオデ
ィーゼルから選択される、方法を提供する。
【００８７】
　一実施形態においては、本発明は、アルコールを尾索類から上記方法によって製造する
方法であって、バイオディーゼルを前記尾索類から上記方法の一つによって製造すること
をさらに含む、方法を提供する。
【００８８】
　本発明のこの態様においては、好ましくは、尾索類を最初に乾燥させる。乾燥は、前述
のとおりに実施することができる。次いで、１種類以上の多糖及び脂肪酸／脂質を前記尾
索類から抽出し、上記方法において使用して関連する生物燃料を製造する。
【００８９】
　一実施形態においては、方法は、
　（ｉ）尾索類を乾燥させること、
　（ｉｉ）１種類以上の多糖を前記乾燥尾索類から抽出し、前記１種類以上の多糖を酵素
又は酸加水分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成すること、
　（ｉｉｉ）前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成すること
を含み、ステップ（ｉｉ）又はステップ（ｉｉｉ）中に、脂質／脂肪酸を含む少なくとも
１種類の溶液が形成され、該方法は、さらに、前記脂質／脂肪酸を前記溶液から抽出する
こと、及び前記脂質／脂肪酸をエステル交換又はアルコール分解によってバイオディーゼ
ルに転化することを含む。該溶液は、（ａ）１種類以上の多糖を前記乾燥尾索類から抽出
するステップ中、及び／又は（ｂ）前記１種類以上の多糖を酵素又は酸加水分解に供し、
１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成するステップ中、及び／又は（ｃ）発酵ステッ
プ中又は後に、形成することができる。（ａ）においては、溶液は、残留物中のセルロー
ス又はＣ6糖含有量を高める乾燥尾索類の処理中に形成されたものとすることができる。
（ｂ）においては、溶液は加水分解物とすることができる。（ｃ）においては、溶液は発
酵ブロスとすることができる。脂質／脂肪酸は、水よりも軽い有機溶媒の添加の助けがあ
ってもなくても、前記溶液中で浮遊層を形成する。脂質／脂肪酸は、当該技術分野で公知
の手段によって回収することができる。
【００９０】
　別の一実施形態においては、方法は、
　（ｉ）尾索類を乾燥させること、
　（ｉｉ）前記乾燥尾索類を酵素又は酸加水分解に供して、１種類以上の単糖を含む加水
分解物を形成すること、
　（ｉｉｉ）前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成すること
を含み、ステップ（ｉｉ）又は（ｉｉｉ）中に、脂質／脂肪酸を含む少なくとも１種類の
溶液が形成され、該方法は、さらに、前記脂質／脂肪酸を前記溶液から抽出すること、及
び前記脂質／脂肪酸をエステル交換又はアルコール分解によってバイオディーゼルに転化
することを含む。該溶液は、加水分解物又は発酵ブロスとすることができる。脂質／脂肪
酸は、前記溶液中で浮遊層を形成し、当該技術分野で公知の手段によって回収することが
できる。
【００９１】
　別の一実施形態においては、方法は、
　（ｉ）尾索類を乾燥させること、
　（ｉｉ）前記乾燥尾索類から脂質／脂肪酸を抽出すること、
　（ｉｉｉ）前記脂質／脂肪酸をエステル交換又はアルコール分解によってバイオディー
ゼルに転化すること
を含み、脂質／脂肪酸を前記尾索類から抽出するステップ中に、尾索類残留物が形成され
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、該方法は、さらに、１種類以上の多糖を前記尾索類残留物から抽出すること、前記１種
類以上の多糖を酵素又は酸加水分解に供して１種類以上の単糖を含む加水分解物を形成す
ること、及び前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成することを含む。
【００９２】
　別の一実施形態においては、方法は、
　（ｉ）尾索類を乾燥させること、
　（ｉｉ）前記乾燥尾索類をエステル交換又はアルコール分解に供し、それによって前記
乾燥尾索類中に存在する脂質／脂肪酸をバイオディーゼルに転化すること、
　（ｉｉｉ）バイオディーゼルを回収すること
を含み、バイオディーゼルを前記乾燥尾索類から回収するステップ中に、尾索類残留物が
形成され、該方法は、さらに、１種類以上の多糖を前記尾索類残留物から抽出すること、
前記１種類以上の多糖を酵素又は酸加水分解に供して１種類以上の単糖を含む加水分解物
を形成すること、及び前記１種類以上の単糖を発酵させてアルコールを形成することを含
む。
【００９３】
　本発明の複合方法の態様の上記実施形態においては、乾燥ステップを省略することがで
きる。
【００９４】
　１種類以上の多糖の抽出、酵素又は酸加水分解、発酵、脂質／脂肪酸の抽出、エステル
交換又はアルコール分解、アルコール及び／又はバイオディーゼルの回収の各方法は、当
該技術分野で公知であり、又は前述のとおりである。
【００９５】
　本発明の態様は、尾索類バイオマスの単位重量当たりの生物燃料製造量が増加し、さら
に、海域での生物燃料の製造を増加させる点で、明白な利点を有する。
【００９６】
　工業的スケールアップ
　本発明の方法は、工業的スケールアップに適している。本明細書に開示するアルコール
製造方法では、例えば、パルプ工業又は製紙業で使用される既存の反応器を使用すること
ができる。本明細書に開示するバイオディーゼル製造方法では、例えば、バイオディーゼ
ルを植物油から製造する既存の反応器を使用することができる。
【００９７】
　３次元養殖
　本発明のこの態様は、海洋におけるホヤの３次元養殖方法に関する。目的は、多量のホ
ヤの生産を可能にする養殖方法を提供することである。別の目的は、ホヤの自然な補充及
び定着を促進し、ホヤ集団を養殖物から育成又は供給しなければならないステップが不要
な、養殖方法を提供することである。別の目的は、ホヤの単作を拡大させ、ホヤ以外の生
物体のコロニー形成に起因する生物付着を最小にする、養殖方法を提供することである。
本明細書に記載の３次元養殖方法の実施形態の各々は、これらの目的の少なくとも１つを
満たす。
【００９８】
　一態様においては、本発明は、海洋におけるホヤの３次元養殖方法に関する。
【００９９】
　この態様においては、本発明は、ホヤを養殖する方法であって、
　（ａ）海中構造体の表面にホヤのコロニーを形成するステップ、及び
　（ｂ）前記ホヤを前記構造体から収穫するステップ
を含み、前記構造体が、コロニー形成表面を有する複数の細長い部材を含み、前記構造体
が、ホヤコロニー形成を支持するように配列された３次元海中領域を画定する、方法に関
する。
【０１００】
　好ましくは、海中構造体表面のコロニー形成は、ホヤの自然な補充及び定着によって成
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される。
【０１０１】
　本明細書では、細長い部材は、ロープ（図３）、棒又は中空円柱とすることができる。
好ましくは、ロープ、棒又は中空円柱は、直径１から１０ｃｍ、より好ましくは直径２か
ら４ｃｍ、更により好ましくは２ｃｍである。
【０１０２】
　一実施形態においては、コロニー形成表面は、ロープ、棒又は中空円柱の表面を含む。
この実施形態においては、海中構造体は、ロープ、棒若しくは中空円柱又はその組合せか
ら選択される複数の細長い部材を含む。ホヤは、細長い部材の表面にコロニーを形成し、
そこから収穫される。この実施形態においては、好ましくは、複数の細長い部材は、少な
くとも１個の中空円柱を含む。中空円柱は、好ましくは、１０ｃｍを超える、より好まし
くは２０ｃｍを超える、更により好ましくは３０から７０ｃｍの直径を有する。
【０１０３】
　一実施形態においては、細長い部材は、支持機能を有する。この実施形態においては、
細長い部材は、細長い支持部材と称することができ、複数のコロニー形成部材を備え、各
コロニー形成部材は前記支持部材に連結される。各コロニー形成部材は、少なくとも１個
のコロニー形成表面を含む。好ましくは、コロニー形成表面は、実質的に平滑で連続して
いる。
【０１０４】
　一実施形態においては、コロニー形成表面の少なくとも１個は平面である。好ましくは
、この表面は、垂直又は水平である。この状況における垂直及び水平という用語は、細長
い部材（又は細長い支持部材）に対するものである。より好ましくは、この表面は、平面
かつ水平である。本研究によれば、かかる表面は、ホヤをより優勢にする（生物付着の減
少）。
【０１０５】
　一実施形態においては、平面を有するコロニー形成部材の少なくとも１個は、板又は円
盤状である。好ましくは、それらは直径約０．４～０．６ｍの円盤であり、一実施形態に
おいては、細長い部材上に１～３ｍ間隔で配置される。別の一実施形態においては、円盤
は、細長い部材上に０．２～１ｍ間隔、好ましくは０．３～０．５ｍ間隔で配置される。
これらは、細長い部材に当該技術分野で公知の手段によって取り付けることができる。コ
ロニー形成表面又は部材は、正方形又は矩形の板とすることができる。これらは、幅又は
長さ約０．２～１．５ｍとすることができる。好ましくは、それらは幅又は長さ約０．２
～０．６ｍであり、より好ましくは、それらは幅又は長さ約０．４～０．６ｍである。一
実施形態においては、これらは、細長い部材上に１～３ｍ間隔で配置される。別の一実施
形態においては、それらは、細長い部材上に０．２～１ｍ間隔、好ましくは０．３～０．
５ｍ間隔で配置される。これらは、細長い部材に当該技術分野で公知の手段によって取り
付けることができる。
【０１０６】
　一実施形態においては、コロニー形成部材の少なくとも１個は、円柱又は中空管の形で
ある。好ましくは、それらは、直径約０．４～０．６ｍの中空管である。これらは、細長
い部材に当該技術分野で公知の手段によって連結することができる。一実施形態において
は、それらは、円柱の一端又は両端に位置する手段を固定することによって細長い部材に
取り付けられる。
【０１０７】
　必要に応じて、コロニー形成部材を１個を超える細長い部材に取り付けることができる
。
【０１０８】
　コロニー形成部材は、好ましくは、細長い支持部材に沿って少なくとも２０ｃｍ間隔で
位置し、好ましくは２５ｃｍから１ｍ間隔である。コロニー形成部材が水平方向の平面を
有する場合、この距離はホヤを十分成長させるのに必要である。
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【０１０９】
　好ましくは、コロニー形成部材は、穿孔されているか、又は穴のあいた材料若しくは網
でできている。これによって、コロニー形成部材のコストが低下し、上部と下部又は内側
と外側のコロニー形成表面間のホヤ幼生の進入も促進される。
【０１１０】
　一実施形態においては、細長い部材は、複数のほぼ放射状に延びたコロニー形成表面又
は部材を支持する。
【０１１１】
　ほぼ放射状に延びたコロニー形成表面又は部材は、円柱状又は中空管とすることができ
る（図３）。好ましくは、それらは、直径約０．４～０．６ｍの中空管である。これらは
、細長い部材に当該技術分野で公知の手段によって取り付けることができる。一実施形態
においては、それらは、円柱の一端又は両端に位置する手段を固定することによって細長
い部材に取り付けられる。
【０１１２】
　ほぼ放射状に延びたコロニー形成表面又は部材は、円盤状とすることができる（図４）
。好ましくは、それらは直径約０．４～０．６ｍの円盤であり、一実施形態においては、
細長い部材上に１～３ｍ間隔で配置される。別の一実施形態においては、円盤は、細長い
部材上に０．２～１ｍ間隔、好ましくは０．３～０．５ｍ間隔で配置される。これらは、
細長い部材に当該技術分野で公知の手段によって取り付けることができる。
【０１１３】
　ほぼ放射状に延びたコロニー形成表面又は部材は、矩形とすることができる。好ましく
は、それらは幅又は長さ約０．２～０．６ｍであり、より好ましくは、それらは幅又は長
さ約０．４～０．６ｍである。一実施形態においては、これらは、細長い部材上に１～３
ｍ間隔で配置される。別の一実施形態においては、それらは、細長い部材上に０．２～１
ｍ間隔、好ましくは０．３～０．５ｍ間隔で配置される。これらは、細長い部材に当該技
術分野で公知の手段によって取り付けることができる。
【０１１４】
　使用時、細長い部材は、細長い部材を水中で垂直に維持するブイと重りを使用して、表
面ロングラインシステムに取り付けることができる（図２、３及び４）。
【０１１５】
　以下、尾索類のコロニー形成に使用される海中構造体又は装置を図７及び例ＡからＥを
参照して記述する。
【０１１６】
　図７は、尾索類のコロニー形成のためのロングラインシステム（１）を示す。ロングラ
インシステム（１）は、ロングライン（２）に連結された幾つかの細長い部材（３）から
なる。ロングライン自体は、それを水中で正しい向きに維持するために、ロングライン（
２）の中心部分に沿って少なくとも１個の海面ブイ（４）に取り付けられる。ロングライ
ン（２）の両端は海底（５）に取り付けられる。
【０１１７】
　ブイ（６）も細長い部材（３）の各々の一端に取り付けられ、細長い部材（３）を水中
で垂直に維持するために、重り（７）が他端に取り付けられる。
【０１１８】
　図７に示すように、細長い部材（３）の多種多様な構造体をロングライン（２）と組み
合わせて使用することができる。
【０１１９】
　各例に示されるように、細長い部材（３）は、積み重ね又は並んだ形態の複数のコロニ
ー形成部材（８）を含む。
【０１２０】
　コロニー形成部材（８）は、平面又は角柱を含めて、種々の形状を有するものでよい。
少なくとも１個の平面コロニー形成表面を含むコロニー形成部材（８）は、以下で考察す
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るように平面がコロニー形成及び収穫を容易にするので、他の形状よりも好ましい場合が
ある。
【０１２１】
　例Ａ及びＢに示した細長い部材（３）は、複数の平面コロニー形成部材（８ａ～８ｅ）
を含む。細長い部材（３）は、適切な連結装置を使用して、コロニー形成部材（８）（例
Ａでは円盤及び例Ｂでは正方形）の中央を通してコロニー形成部材（８）に連結される。
【０１２２】
　コロニー形成部材（８）自体は各々、少なくとも１個の連続した表面、すなわち尾索類
コロニー形成に有害となりうる、表面から延びた実質的な隆起部、突出部などのない表面
を有する。さらに、かかる表面は、ホヤ以外の生物体の定着に起因する生物付着を阻止す
る。
【０１２３】
　例Ｃ及びＤは、円柱状であり、１個の連続した表面、すなわち円柱を形成する外周面を
有する。一実施形態においては、円柱は両端が開いており、円柱を形成する外周面も連続
した表面である。一実施形態においては、コロニー形成部材は、一端又は両端が覆われて
上部及び／又は下部平面を形成した円柱である。この実施形態においては、円柱は、３個
の連続した表面、すなわち、上部及び下部表面並びに円柱を形成する外周面を有する。
【０１２４】
　例Ａ、Ｂ及びＥは各々、コロニー形成部材（８）１個当たり２個の平面（上部及び下側
表面）を有する。
【０１２５】
　コロニー形成部材（８ａ及び８ｂ）の平面は、細長い部材（３）とコロニー形成部材（
８）の連結の周りに円周方向及び放射状に延びる連続した表面を与える。したがって、表
面への進入が制限されず、尾索類は表面に容易にコロニー形成することができる。さらに
、この進入路によって、コロニー形成部材（８）からの尾索類の収穫も容易になる。例Ｃ
及びＤは、コロニー形成及び収穫が可能な、同様に連続した、外周面を含む。
【０１２６】
　コロニー形成部材（８）は、例Ａに示したように、円盤（８ａ）などの任意の適切な形
状とすることができる。コロニー形成部材（８）は、例Ｂに示したように正方形又は矩形
（８ｂ）とすることもできる。
【０１２７】
　例Ｃの細長い部材（３）は、複数の円柱状コロニー形成部材（８ｃ）を含む。円柱状コ
ロニー形成部材（８ｃ）は、各円柱の中心軸を通して細長い部材（３）に連結される。一
実施形態においては、各円柱状コロニー形成部材（８ｃ）は、各円柱の両端面である２個
の平面コロニー形成表面を含めて、３個のコロニー形成表面を含むことができる。したが
って、３個の連続したコロニー形成表面が提供される。コロニー形成部材（８）は、円柱
状コロニー形成部材に限定されず、任意の角柱で形成することができる。
【０１２８】
　例Ｄの細長い部材は、単一の円柱状コロニー形成部材（８ｄ）を含む。コロニー形成部
材（８ｄ）は、円柱の中心軸を通して細長い部材（３）に連結される。単一の円柱状コロ
ニー形成部材は、両端が開いている。コロニー形成部材（８ｄ）は、穿孔されており、又
は網で形成されている。これによって、円柱内面へのホヤ幼生の進入が促進され、したが
って内面へのホヤの定着が促進される。しかし、穴のあいた材料又は網でできた１個を超
えるコロニー形成部材（８）を提供することもできる。一実施形態においては、各円柱の
両端面である２個の平面コロニー形成表面を含めて、３個の連続したコロニー形成表面を
提供することができる。
【０１２９】
　例Ｄの実施形態は、中空円柱であり、好ましくは、１０ｃｍを超える、より好ましくは
２０ｃｍを超える、更により好ましくは３０から７０ｃｍの直径を有する、細長い部材で
あると考えることもできる。
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【０１３０】
　例Ｅの細長い部材は、複数の細長い部材（３）と複数のコロニー形成部材（８ｅ）を含
む。各細長い部材（３）は、各コロニー形成部材（８ｅ）のエッジに連結される。細長い
部材（３）は、コロニー形成部材（８ｅ）の平面形状を維持するために、各コロニー形成
部材（８ｅ）のエッジの周囲に等間隔で配置される。幾つかの矩形コロニー形成部材（８
ｅ）が例Ｅでは示されている。しかし、コロニー形成部材（８）の形状は、連続したコロ
ニー形成表面が提供されるならば、任意の形状とすることができる。
【０１３１】
　本明細書に記載のコロニー形成部材は、放射状に延びたコロニー形成表面又は部材を含
めて、好ましくは、プラスチック、好ましくはＰＶＣでできている。好ましくは、それら
は、プラスチック又はプラスチック材料、例えば、アクリル（Ｐｅｒｓｐｅｘ）、ポリプ
ロピレン、ポリブチレン、高密度ポリエチレン又はＰＶＣでできている。
【０１３２】
　好ましくは、コロニー形成表面は暗色であり、好ましくは、それらは白色よりも暗く、
好ましくは、それらは光を反射しない。好ましくは、コロニー形成表面は、黒色又は暗灰
色である。海に対してコントラストの低い色を有するコロニー形成表面を採用することに
よって、競合的生物付着が減少することが見いだされた。
【０１３３】
　好ましくは、コロニー形成表面は、プラスチック材料でできており、暗色であり、水平
方向の平面である。好ましくは、コロニー形成表面は、プラスチック材料でできており、
暗色であり、水平方向の平面である。
【０１３４】
　海中構造体は、ホヤコロニー形成を支持するように配列された３次元海中領域を画定す
る。好ましくは、海中構造体は、５，０００から１５，０００個の細長い部材を含む。好
ましくは、細長い部材は長さ５から７０ｍであり、最も好ましくは、細長い部材は長さ５
から５０ｍである。一実施形態においては、細長い部材は長さ１０から７０ｍであり、別
の一実施形態においては、それらは長さ１５から２５ｍであり、別の一実施形態において
は、それらは長さ２０ｍである。別の一実施形態においては、細長い部材は長さ５から２
０ｍである。別の一実施形態においては、細長い部材は長さ５から１０ｍである。好まし
くは、細長い部材は、０．５ｍから４ｍ間隔、より好ましくは１から１．５ｍ間隔で配置
される。好ましくは、１個の海中構造体は、５，０００ｍ2から１，０００，０００ｍ2（
１００ヘクタール）の海面積を占める。好ましくは、１個の海中構造体は、５，０００ｍ
2から２０，０００ｍ2の海面積を占める。好ましくは、１個の海中構造体は、１０，００
０ｍ2から１，０００，０００ｍ2（１００ヘクタール）の海面積を占める。好ましくは、
海中構造体は、１０，０００ｍ2（１ヘクタール）の面積を占める。
【０１３５】
　収穫は、ホヤをコロニー形成表面からこそぎ取ることによって、又は減圧吸引によって
、実施することができる。収穫は、例えば、船から延びた真空ホースを使用することによ
って、海中構造体のその場で実施することができる。その場での収穫は、遠隔操作輸送手
段（ＲＯＶ）を使用してホヤをコロニー形成表面から収穫することによって実施すること
もできる。より小規模では、収穫は、例えば、細長い部材を水中から船上に引き上げた後
に前記船上で実施することができる。
【０１３６】
　好ましくは、ホヤは、重量が１０ｇを超えると、より好ましくは（湿）重量が２０ｇを
超えると、更により好ましくは重量が３０ｇを超えると、収穫される。
【０１３７】
　本研究は、ホヤの成長速度Ｍ＝（１×１０-13）×Ｄ6.41を示唆している。ここで、Ｍ
は質量（グラム）であり、Ｄは時間（日）である。これに基づくと、６か月の配置期間は
、湿重量約３１ｇ（又は乾燥重量１．３７ｇ）のホヤを生ずる。本研究は、３月から８月
の終わりまで温和から冷たい水中で海中構造体への幼生の連続補充も示し、ホヤは構造体
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上に少なくとも６から９か月間存続することも示す。したがって、２つの異なる収穫戦略
が存在する。第１の海中構造体の配置は、５から６か月。第２は、３月から８月までの細
長い部材の配置と８月から５月までの収穫の連続収穫（１０か月）である。後者の収穫戦
略においては、５～９か月養殖されたホヤが収穫され、総バイオマス収量が増加する。
【０１３８】
　本発明の尾索類養殖場は、海に置かれるべきである。好ましくは、ただしそれだけに限
らないが、それらは、栄養素の豊富な水中にあるべきである。養殖場は、沖合と沿岸域の
両方に置くことができる。好ましくは、ただしそれだけに限定されないが、養殖場は、沿
岸域、フィヨルド、湾岸域及び河口に置かれる。
【０１３９】
　ホヤは、効率的なろ過食者であることが知られており、すなわち、水中に浮遊する食物
粒子を保持する摂取フィルターに水を通すことによってその食物を獲得する。例えば下水
及び農業活動（陸上及び水産養殖）から、多量の栄養素が供給される水塊においては、植
物プランクトンは、この過剰の栄養素負荷を使用して、大量発生する（すなわち、その成
長速度の増加）。これは、富栄養化と呼ばれ、過剰発生した藻類が死ぬと、これらの粒子
が分解されて水中の酸素が減少し、この生態系における生物多様性が低下する。栄養素は
植物プランクトンに結合しており、ホヤが植物プランクトンを食べて成長し、それらが除
去され、生物燃料に使用されると、栄養素が水から除去され、その結果、それらは、生態
系の富栄養化の効果を抑制する。したがって、ホヤ養殖場は、有利には、人間活動から多
量の栄養素が供給される地域における浄化目的で使用することができる。好ましくは、本
明細書に開示するホヤを養殖する方法は、海の富栄養化の効果を抑制する方法でもある。
好ましくは、本明細書に開示するホヤを養殖する方法は、富栄養化又は高栄養素負荷を受
けやすい海域に海中構造体を配置することを含む。
【０１４０】
　本発明の別の一態様においては、本明細書に記載されたホヤから生物燃料を製造する方
法であって、
　（ａ）海中構造体の表面にホヤのコロニーを形成するステップ、及び
　（ｂ）前記ホヤを前記構造体から収穫するステップ
を含み、前記構造体が、複数のほぼ放射状に延びたコロニー形成表面又は部材を支持する
少なくとも１個の細長い部材を含む、方法が提供される。
【０１４１】
　本発明の一態様においては、上述したようにホヤから生物燃料を製造する方法であって
、上記方法によって前記ホヤを養殖する方法を含む、方法が提供される。
【０１４２】
　本発明を以下の非限定的例によって更に説明する。
［実施例1］
　尾索類の乾燥
　ステップ１　原料－乾燥
　ステップ１Ａ
　ロングラインシステムに取り付けられたロープに定着したホヤ（Ｃ．ｉｎｔｅｓｔｉｎ
ａｌｉｓ）をこそぎ取ることによって新しい試料４ｋｇを得た。アルミニウムの枠と４ｃ
ｍの脚を有し、底部に格子の付いた矩形ＰＶＣ製かご（Ｗ×Ｌ×Ｈ＝２２ｃｍ×５２ｃｍ
×２５ｃｍ）にこの原料を入れた。ＰＶＣ板を原料の上に載せ、１２ｋｇの重りをＰＶＣ
板の上に載せることによって原料を圧縮した。これは、圧力１０ｇ／ｃｍ2に相当する。
原料を終夜圧縮した。この圧縮ステップ後、試料の重さは２．６５ｋｇ、すなわち初期湿
重量４ｋｇの６６．２ｗｔ％であった。次いで、試料を加熱された床の上の新聞紙の間に
約２４時間広げた。新聞紙をこの間に３から４回取り替えた。この手順によって、重量３
５０ｇ、すなわち初期湿重量４ｋｇの９ｗｔ％の「湿」試料を得た。最終乾燥プロセスを
乾燥機を使用して１３０～１５０℃で３０～６０分間実施した。これによって、重量１７
５ｇ、すなわち初期湿重量４ｋｇの４ｗｔ％の「乾燥」試料を得た。「湿」試料は乾燥含
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有量３９％であり、「乾燥」試料は乾燥含有量８９％であった。乾燥含有量は、試料を赤
外線加熱によって１０５℃で恒量に達するまで乾燥させた後に計算され、乾燥前の尾索類
材料の湿重量に対する得られた乾燥材料の重量％に等しい。
【０１４３】
　ステップ１Ｂ
　代替乾燥手順も使用した。これは、２個の１２リットルと１個の１８リットルの計３個
のＣａｍｗｅａｒ（登録商標）ビーカー（Ｃａｍｂｒｏ）を圧縮／水収集システムとして
使用するものであった。２個の１２リットルビーカーのうち１個は、底部に穴が開けられ
た。ホヤ２．８ｋｇを穴の開いた１２リットルビーカーに入れ、加圧せずに２時間放置し
て水を抜き取った。穴の開いた１２リットルビーカーの下に置かれた第２の１２リットル
ビーカーに水を収集した。水５リットルを１８リットルビーカーに注ぎ、これを１２リッ
トルビーカー中のホヤの上に３～４時間載せた。圧力を徐々に増加させるために、さらに
水１０リットルを１８リットルビーカーに添加した。これは、最終圧力２８ｇ／ｃｍ2に
相当する。ホヤをこの圧力下で終夜保持した。その結果、出発の２．８ｋｇの原料から水
１．２リットルが抜かれた。最後に、試料を乾燥機で１３０～１５０℃で２～３時間乾燥
させた。
［実施例２］
　尾索類の組成分析
　ステップ２　組成分析
　ステップ１Ａの乾燥試料を以下について分析した。
【０１４４】
　（ｉ）灰分（無機化合物）（これは、燃焼により、ＦＴＩＲ（フーリエ変換赤外）分光
法を使用して、測定された）、
　（ｉｉ）ＣａＣＯ3含有量（これは、酸処理後のＣＯ2発光によって測定された）、
　（ｉｉｉ）リグニン含有量（これは、リー・Ｊ；ゲラーステッド・Ｇ，「カッパ価測定
の速度論およびメカニズム（Ｋｉｎｅｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｏｆ　ｋ
ａｐｐａ　ｎｕｍｂｅｒ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）」ノルディック・パルプ・アン
ド・ペーパー・リサーチ・ジャーナル（（Ｎｏｒｄｉｃ　Ｐｕｌｐ　Ｐａｐ．Ｒｅｓ．Ｊ
．（１９９８），１３（２），１４７－１５２）に記載の方法によるカッパ価とタッピ　
スタンダード（Ｔａｐｐｉ　ｓｔａｎｄａｒｄ），Ｔ　２２２　ｏｍ－０２の方法による
Ｋｌａｓｏｎリグニン定量の両方によって測定された）、
　（ｉｖ）脂質含有量及び脂肪酸組成（これは、公認分析化学者協会（Ａｓｓｏｃｉａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｓ：ＡＯＡＣ
）法９８３．２３及びヨーロッパ薬局方「２．４．２２．ガスクロマトグラフィーによる
脂肪酸組成（Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄｓ　ｂｙ　ｇａｓ　
ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ）」に記載の標準方法によって測定された）。
【０１４５】
　結果は以下のとおりであった。
【０１４６】
　灰分：４７ｗｔ％（したがって、試料の５３ｗｔ％は有機化合物で構成される）、主に
シリカート。
【０１４７】
　ＣａＣＯ3：～１．６ｗｔ％
　リグニン様物質：６．３ｗｔ％（カッパ価）及び７．２ｗｔ％（ｋｌａｓｏｎリグニン
）
　脂質含有量：１．７～３．２％
　脂肪酸組成：図１参照
［実施例３］
　尾索類からのセルロースの抽出
　ステップ３　セルロースミクロフィブリルの調製
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　セルロースミクロフィブリルを、ステップ１Ａで得られた原料の乾燥試料から調製した
。乾燥試料を酸加水分解、続いてアルカリ加水分解／クラフトパルプ化、続いて酸化及び
漂白に供した。
【０１４８】
　酸加水分解：乾燥試料２０ｇを０．９ｗｔ％Ｈ2ＳＯ4　２００ｍｌに添加し、１８０℃
に２時間加熱した。残留物をろ別し、洗浄し、５０℃で乾燥させた。
【０１４９】
　アルカリ加水分解／クラフトパルプ化：上で得られた乾燥生成物を９／３ｗｔ％ＮａＯ
Ｈ／Ｎａ2Ｓ溶液１００ｍｌに添加し、１８０℃に２時間加熱した。残留物をろ別し、洗
浄し、次いで５０℃で乾燥させた。
【０１５０】
　酸化及び漂白：上記アルカリ処理後の乾燥生成物を２．９ｗｔ％ＮａＯＣｌ溶液１００
ｍｌに添加し、７５℃に１時間加熱し、続いてろ過し、洗浄し、５０℃で乾燥させた。純
セルロースを、出発材料、すなわちステップ１Ａで得られた原料の乾燥試料の重量に基づ
いて収率３．６ｗｔ％で得た（図５（ｉ））。糖分析によれば、それは、８０ｗｔ％を超
える量のグルコースを唯一の中性糖として含む。これは、Ｔａｐｐｉ　ｓｔａｎｄａｒｄ
　ＴＡＰＰＩ　Ｔ　２４９　ｃｍ－０９「木材の抽出されない成分および木材パルプの炭
水化物組成（Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅｘｔｒａｃ
ｔｉｖｅ－ｆｒｅｅ　Ｗｏｏｄ　ａｎｄ　Ｗｏｏｄ　Ｐｕｌｐ）」に従い、セルロースの
酸加水分解が１００℃で４時間の代わりに１２０℃で１時間実施された変更を加えて、測
定された。
【０１５１】
　酸加水分解ステップからの収率は乾燥試料の２１ｗｔ％であり、アルカリ加水分解／ク
ラフトパルプ化ステップからの収率は（酸加水分解後の乾燥出発試料の重量に基づいて）
３３ｗｔ％であり、酸化／漂白ステップからの収率は（アルカリ加水分解後の乾燥出発試
料の重量に基づいて）５２ｗｔ％であった。
【０１５２】
　得られたセルロースミクロフィブリルの試料の粘度は５００ｄｍ3／ｋｇであり、重合
度（ＤＰ）９３６（約１５０Ｋダルトン）に相当した。セルロースミクロフィブリルの試
料は、ＬｉＣｌ／ＤＭＡｃ溶液への溶解性が低すぎて、ＬｉＣｌ／ＤＭＡｃ　ＳＥＣ分析
（ポリマーの分子サイズを評価する分析）を実施できなかった。木材セルロースは一般に
このＬｉＣｌ／ＤＭＡｃ溶液に可溶であるので、これは、得られたセルロースが木材セル
ロースとは明確な構造上の相違を有することを示唆している。これは、顕微鏡分析によっ
ても確認された。顕微鏡分析では、得られたセルロースミクロフィブリルは、木材セルロ
ースミクロフィブリルとは極めて異なって見え、前者はより長く、より厚く、より均一な
形状であった（図５（ｉ）及び（ｉｉ））。
［実施例４］
　尾索類におけるセルロースの加水分解条件の比較
　ステップ４　セルロース加水分解条件の比較
　この実施例においては、ステップ１で得られた原料の「湿」試料及び「乾燥」試料（上
記参照）及び純セルロースの基準試料（トウヒ木材から得られた溶解パルプ）を酸加水分
解と酵素加水分解の両方に供した。
【０１５３】
　Ａ．酸加水分解
　各場合において、試料１ｇを４０％Ｈ2ＳＯ4（固体／液体＝１／１０）中で９０℃で１
時間の酸加水分解に供した。利用可能なセルロースに対するグルコースへの加水分解収率
結果は、Ｔａｐｐｉ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ＴＡＰＰＩ　Ｔ　２４９　ｃｍ－０９「木材の
抽出されない成分および木材パルプの炭水化物組成（Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　ｃｏｍ
ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｖｅ－ｆｒｅｅ　Ｗｏｏｄ　ａｎｄ　Ｗｏｏ
ｄ　Ｐｕｌｐ）」に従い、試料の前加水分解なしで、測定された。
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【０１５４】
　基準試料　３．６ｗｔ％
　乾燥試料　６．６ｗｔ％
　湿試料　「湿」試料の溶液は、酸加水分解中に極めて粘ちゅうになり、信頼できるグル
コース含有量測定のための正確な採取ができなかった。
【０１５５】
　Ｂ．酵素加水分解
　各場合において、試料１ｇをＮｏｖｏｚｙｍｅｓ３４２（エンドグルカナーゼ、エキソ
グルカナーゼ及びβグルコシダーゼを含有するＮｏｖｏｚｙｍｅｓ製市販酵素製品）を使
用して４０℃でｐＨ７で５時間の酵素加水分解（固体／液体＝１／３０）に供した。利用
可能なセルロースに対するグルコースへの加水分解収率結果は、
　基準試料　２．０ｗｔ％
　乾燥試料　１．０ｗｔ％
　湿試料　３．５ｗｔ％
であった。
【０１５６】
　「湿」試料はより速く加水分解したが、酵素加水分解に対して「湿」試料の阻害効果が
認められた。グルコシダーゼ活性が一部阻害され、その結果、かなりの量のセロビオース
が「湿」試料の加水分解生成物中に検出された。セロビオースは、基準試料及び乾燥試料
の加水分解生成物中には検出されなかった。
［実施例６］
　バイオディーゼル製造
　（Ａ）尾索類からの脂質の抽出、及び抽出された脂質のエステル交換
　（ｉ）乾燥尾索類からの脂質の抽出
　尾索類の試料を凍結乾燥させた。乾燥尾索類１０６グラムをソックスレー装置中で石油
エーテル８００ｍｌ（３０～６０℃）を使用して６時間抽出した。得られた生成物をろ過
して、溶液（ろ液）を固体尾索類材料から分離した。ろ液をロータリーエバポレータを使
用して減圧蒸発させた。脂質３．２グラムを得た（乾燥尾索類重量に基づく収率３ｗｔ％
）。
【０１５７】
　（ｉｉ）抽出された脂質のエステル交換－塩基触媒
　ＫＯＨ５０ｍｇをメタノール２０ｍｌに激しく撹拌しながら添加した。次いで、得られ
た溶液を前ステップで得られた脂質１グラムに添加した。混合物を加熱還流させ、４時間
還流させた。次いで、混合物を冷却し、静置した。その後、上層を分離し、ロータリーエ
バポレータを使用して減圧蒸発させた。次いで、水（１０ｍｌ）を添加し、続いてＣＨ2

Ｃｌ2　１０ｍｌを添加した。激しく振とうし、次いで静置後、底層を分離し、蒸発させ
、バイオディーゼル０．７グラムを得た。掛け算をすると、これは、乾燥尾索類の重量に
基づいてバイオディーゼル２．１ｗｔ％の収率に等しい。
【０１５８】
　（Ｂ）乾燥尾索類のエステル交換－酸触媒
　尾索類の試料を凍結乾燥させた。乾燥尾索類１０グラムを０．２Ｍ　Ｈ2ＳＯ4を含むメ
タノール２００ｍｌに懸濁させた。混合物を１０時間加熱還流させ、その間に十分撹拌し
た。懸濁液を冷却し、遠心分離し、溶液を蒸発させた。得られた残留物を水１０ｍｌに添
加した。ＣＨ2Ｃｌ2　１０ｍｌも添加された。混合物を激しく振とう後、それを静置した
。底層を分離し、蒸発させ、バイオディーゼル０．１６グラムを得た（乾燥尾索類重量に
基づくバイオディーゼル収率１．６ｗｔ％）。
［実施例７］
　養殖方法
　海中構造体を５月にＢｅｒｇｅｎ近くの海水中で組み立てた。構造体は、以下の要素を
含んだ。これらの要素は、ロングラインシステムに固定された。ロングラインシステムは
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要素を海面下４から２０ｍの深さに保持した。
【０１５９】
　（ｉ）ロープに固定され、ロープに沿って１メートル毎に配置された（各々直径４０ｃ
ｍ及び長さ５０ｃｍの）中空灰色ＰＶＣ円柱、
　（ｉｉ）ロープに固定され、ロープに沿って１メートルごとに配置された（各々長さ５
０ｃｍ及び幅３４ｃｍの）矩形灰色ＰＶＣ板、
　（ｉｉｉ）直径１．２ｃｍの黒色ロープ（Ｒｏｐｅ　Ｐｏｌｙｓｔｅｅｌ３本撚り、１
００％ポリプロピレンマルチフィラメント、１２ＭＭ、Ｂｉｌｔｅａｍａ）、及び
　（ｉｖ）直径２ｃｍの緑色ロープ（Ｒｏｐｅ　Ｐｏｌｙｓｔｅｅｌ３本撚りＤＡＮＬＩ
ＮＥ　２０ＭＭ、ＡＳ　Ｆｉｓｋｅｖｅｇｎ）。
【０１６０】
　３か月後、（円柱及び板が取り付けられたものを含めて）ロープを船上に引き上げ、手
作業でホヤをこそぎ取ることによって、ホヤ（Ｃｉｏｎａ　ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓ）
を海中構造体から収穫した。ロープ１メートルごとに収集されたバイオマスを回収し、次
いでこれを表面積の関数として計算した。結果を図８及び９に示す。これらの図において
は、ｋｇ／ｍ2単位のバイオマスを深さ（ｍ）の関数として示す。
【０１６１】
　その結果によれば、１ｍ2当たりのバイオマスは、板が取り付けられたロープが他のロ
ープよりもかなり高かった。板は平均２２．２ｋｇ／ｍ2を生成し、これに対して円柱は
４．８ｋｇ、黒色ロープは４．６ｋｇ、最後に緑色ロープは１．２ｋｇであった。この実
験に使用された板は平均９６９０個体／ｍ2を生成し、円柱は３１０６個体／ｍ2を生成し
、一方、黒色及び緑色ロープはそれぞれ１６４５及び５２９個体／ｍ2を生成した。
【０１６２】
　黒色ロープは、１ｍ2当たりのバイオマスが緑色ロープよりも多く生成され、より暗色
の表面がホヤのコロニー形成及び定着を促進することを示した。
【０１６３】
　さらに、板と円柱構造体の両方が、黒色及び緑色ロープと比較して、Ｃｉｏｎａ　ｉｎ
ｔｅｓｔｉｎａｌｉｓの極めて均一なコロニーを形成し、別の生物体による生物付着が極
めて少ないことが目視で明らかであった。
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